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族
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系
譜
― 

 
 

浅
岡 

悦
子 

 

は
じ
め
に 

一
．
卜
部
氏
の
職
掌 

二
．
『
新
撰
亀
相
記
』
に
お
け
る
卜
部
氏
の
職
掌 

三
．
卜
部
氏
の
系
譜 

四
．
卜
部
の
供
奉
形
態 

五
．
『
新
撰
亀
相
記
』
に
お
け
る
祭
祀
氏
族 

お
わ
り
に 

 

要
旨 

 

卜
部
氏
の
職
掌
は
亀
卜
を
行
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
大
祓
に
も
従

事
し
て
い
た
。
卜
部
氏
の
氏
文
で
あ
る
『
新
撰
亀
相
記
』
で
は
卜
占
の

起
源
の
み
で
な
く
、
大
祓
の
元
と
な
っ
た
ス
サ
ノ
ヲ
追
放
神
話
を
詳
し

く
述
べ
、
卜
部
氏
の
関
わ
る
祭
祀
の
起
源
を
説
く
。 

亀
卜
・
大
祓
な
ど
の
神
祇
祭
祀
に
供
奉
し
て
い
た
卜
部
氏
は
、『
新
撰

亀
相
記
』
や
『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
伊
豆
・
壱
岐
・
対
馬
の
三
国
の
卜

部
氏
か
ら
取
ら
れ
た
卜
部
で
あ
る
。
こ
の
三
国
の
卜
部
氏
の
系
譜
に
は

異
同
や
混
同
が
含
ま
れ
る
が
、
概
ね
中
臣
氏
と
同
祖
と
見
て
問
題
な
い
。 

宮
中
の
卜
部
は
宮
主
―
卜
長
上
―
一
般
の
卜
部
と
い
う
昇
叙
形
態
を

と
っ
て
お
り
。『
養
老
令
』
の
段
階
で
宮
主
三
人
、
卜
長
上
二
人
、
一
般

の
卜
部
最
大
十
五
人
が
取
ら
れ
て
い
た
。 

『
新
撰
亀
相
記
』
で
は
卜
部
の
他
に
中
臣
・
忌
部
な
ど
の
祭
祀
氏
族

が
わ
ず
か
に
確
認
で
き
る
が
、『
新
撰
亀
相
記
』
に
記
さ
れ
る
神
話
の
殆

ど
が
、
卜
部
が
関
わ
る
神
祇
祭
祀
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

キ
ー
ワ
ー
ド
：
『
新
撰
亀
相
記
』
、
卜
部
氏
、
古
代
祭
祀 

 は
じ
め
に 

 

卜
部
氏
は
、
朝
廷
の
卜
占
を
担
当
す
る
祭
祀
氏
族
で
あ
る
。
特
に
、
亀
甲
を
用

い
た
亀
卜
を
行
い
、
吉
凶
を
占
っ
た
。 

亀
卜
の
起
源
や
作
法
な
ど
は
秘
事
と
さ
れ
て
き
た
が
、『
新
撰
亀
相
記
』
と
い
う

書
物
が
現
存
し
、
そ
の
内
容
は
亀
卜
の
起
源
・
作
法
・
吉
兆
の
例
な
ど
が
記
さ
れ

る
他
、
記
紀
に
は
見
ら
れ
な
い
独
自
の
神
話
を
述
べ
る
点
に
お
い
て
、
卜
部
氏
の

氏
文
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。 

卜
部
氏
の
研
究
は
平
野
邦
雄
氏(

１)

、
井
上
辰
雄
氏(

２)

、
森
公
章
氏(

３)

ら
に
よ
っ

て
律
令
格
式
及
び
出
土
資
料
を
含
め
た
研
究
が
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
卜
部

氏
の
氏
文
で
あ
る
『
新
撰
亀
相
記
』
に
つ
い
て
は
、
椿
実
氏(

４)

、
西
宮
一
民
氏(

５)

、

工
藤
浩
氏(
６)

ら
に
よ
っ
て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 
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二

 

 

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
基
づ
き
、
先
学
を
整
理
す
る
と
共
に
、
こ

れ
ま
で
、
互
い
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
深
く
検
証
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
卜
部
氏
の
研
究
と
、
『
新
撰
亀
相
記
』
に
記
さ
れ
る
古
伝
を
比
較
す
る
こ
と
で
、

卜
部
氏
に
つ
い
て
の
更
な
る
考
察
を
進
め
、
卜
部
氏
及
び
卜
部
の
職
掌
や
供
奉
形

態
、
そ
し
て
そ
の
系
譜
を
整
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  一
．
卜
部
氏
の
職
掌 

 

卜
部
氏
と
は
そ
の
名
の
通
り
、
朝
廷
の
卜
を
担
当
す
る
祭
祀
氏
族
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
『
養
老
令
』
職
員
令
１
神
祇
官
条
に
、 

伯
一
人
。〈
掌
、
神
祇
祭
祀
。
祝
部
神
戸
名
籍
。
大
嘗
。
鎮
魂
。
御
巫
。
卜
兆
。

惣
判
官
事
。
余
長
官
判
事
准
此
。
〉
大
副
一
人
。
〈
掌
同
伯
。
余
次
官
不
注
職

掌
。
者
。
掌
同
長
官
。
〉
少
副
一
人
。
〈
掌
同
大
副
。
〉
大
祐
一
人
。
〈
掌
。
糺

判
官
内
。
審
署
文
案
。
勾
稽
失
。
知
宿
直
。
余
判
官
准
此
。
〉
少
祐
一
人
。〈
掌

同
大
祐
。
〉
大
史
一
人
。
〈
掌
。
受
事
上
抄
。
勘
署
文
案
。
検
出
稽
失
。
読
申

公
文
。
余
主
典
准
此
。
〉
少
史
一
人
。〈
掌
同
大
史
。
〉
神
部
三
十
人
。
卜
部
廿

人
。
使
部
三
十
人
。
直
丁
二
人
。 

（
伯
一
人
。〈
掌
ら
む
こ
と
、
神
祇
祭
祀
、
祝
部
・
神
戸
の
名
籍
、
大
嘗
、
鎮

魂
、
御
巫
、
卜
兆
、
官
の
事
を
惣
べ
判
ら
む
こ
と
。
余
の
長
官
事
判
ら
む

こ
と
、
此
に
准
へ
よ
。
〉
大
副
一
人
。
〈
掌
ら
む
こ
と
伯
に
同
じ
。
余
の
次

官
職
掌
注
ざ
る
る
は
、
掌
ら
む
こ
と
長
官
に
同
じ
。
〉
少
副
一
人
。
〈
掌
ら

む
こ
と
大
副
に
同
じ
。
〉
大
祐
一
人
。
〈
掌
ら
む
こ
と
官
内
を
糺
し
判
ら
む

こ
と
、
文
案
を
審
署
し
、
稽
失
を
勾
へ
、
宿
直
を
知
ら
む
こ
と
。
余
の
判

官
此
に
准
へ
よ
。
〉
少
祐
一
人
。〈
掌
ら
む
こ
と
大
祐
に
同
じ
。
〉
大
史
一
人
。

〈
掌
ら
む
こ
と
、
事
を
受
り
て
上
抄
せ
む
こ
と
、
文
案
を
勘
署
し
、
稽
失

を
検
へ
出
し
、
公
文
を
読
み
申
さ
む
こ
と
、
余
の
主
典
此
に
准
へ
よ
。
〉
少

史
一
人
。
〈
掌
ら
む
こ
と
大
史
に
同
じ
。
〉
神
部
三
十
人
。
卜
部
廿
人
。
使

部
三
十
人
。
直
丁
二
人
。
） 

と
あ
り
、
同
義
解
に
は
「
凡
灼
亀
占
吉
凶
者
。
是
卜
部
之
執
業
（
凡
そ
亀
を
灼

き
吉
凶
を
占
ふ
は
、
是
れ
卜
部
の
執
業
な
り
）」
と
あ
っ
て
、
卜
部
は
神
祇
官
に
二

十
人
所
属
し
、
亀
の
甲
羅
を
灼
い
て
吉
凶
を
占
う
亀
卜
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
亀
卜
は
亀
の
甲
羅
の
腹
側
を
焼
く
こ
と
で
出
来
る
ひ
び
割
れ
の
形
や
数
等

か
ら
吉
凶
を
卜
う
も
の
で
、
梵
舜
自
筆
本
『
新
撰
亀
相
記
』(

７)

の
前
に
付
さ
れ
て

い
る
『
亀
卜
抄
』
に
ひ
び
割
れ
の
形
と
結
果
の
詳
細
な
対
比
表
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

『
延
喜
式
』(

８)

臨
時
祭
式
79
亀
甲
条
に
は
、 

凡
年
中
所
用
亀
甲
。
惣
五
十
枚
為
限
。〈
紀
伊
国
中
男
作
物
十
七
枚
。
阿
波
国

中
男
作
物
十
三
枚
。
交
易
六
枚
。
土
佐
国
中
男
作
物
十
枚
。
交
易
四
枚
。
〉
但

斎
内
親
王
遷
入
野
宮
用
料
亀
甲
十
三
枚
。
臨
時
申
弁
官
仰
所
出
国
。
送
納
此

官
。
毎
月
充
之
。 

（
凡
そ
年
中
に
用
う
る
所
の
亀
甲
は
、
惣
て
五
十
枚
を
限
り
と
な
せ
〈
紀
伊

国
中
男
作
物
十
七
枚
、
阿
波
国
中
男
作
物
十
三
枚
・
交
易
六
枚
、
土
佐
国

中
男
作
物
十
枚
・
交
易
四
枚
〉。
但
し
斎
内
親
王
の
野
宮
に
遷
り
入
り
て
用

う
る
亀
甲
十
三
枚
は
、
臨
時
に
弁
官
に
申
し
、
出
だ
す
所
の
国
に
仰
せ
て
、
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こ
の
官
に
送
り
納
め
し
め
、
毎
月
充
て
よ
。
） 

と
あ
り
、
年
内
に
使
用
さ
れ
る
亀
甲
は
五
十
枚
ま
で
と
決
め
ら
れ
、
紀
伊
・
阿

波
・
土
佐
か
ら
中
男
作
物
や
交
易
に
よ
っ
て
得
て
い
た
。
亀
甲
以
外
に
も
、
亀
卜

を
行
う
た
め
の
材
料
と
し
て
、
『
延
喜
式
』
臨
時
祭
式
66
婆
波
加
木
条
・
67
兆
竹

条
に
は
、 

凡
年
中
御
卜
料
婆
波
加
木
皮
者
。
仰
大
和
国
有
封
社
。
令
採
進
之
。 

（
凡
そ
年
中
の
御
卜
の
料
の
婆
波
加
木
の
皮
は
、
大
和
国
の
有
封
の
社
に
仰

せ
て
、
採
り
進
ら
し
め
よ
。
） 

凡
年
中
御
卜
料
兆
竹
者
。
植
於
官
中
閑
地
臨
事
採
用
。 

（
凡
そ
年
中
の
御
卜
の
料
の
兆
竹
は
。
官
中
の
閑
地
に
植
え
て
、
事
に
臨
み

て
採
り
用
い
よ
。
） 

と
あ
り
、
亀
甲
を
焼
く
た
め
の
婆
波
加
木
の
皮
と
、
焼
い
た
亀
甲
に
ひ
び
割
れ

を
作
る
た
め
の
水
を
注
ぐ
兆
竹
の
採
取
地
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
婆
波
加
木
の
皮

は
『
古
事
記
』(

９)

上
の
天
石
窟
籠
り
神
話
に
、 

 

召
天
児
屋
命
。
布
刀
玉
命
〈
布
刀
二
字
以
音
。
下
効
此
。
〉
而
、
内
抜
天
香
山

之
真
男
鹿
之
肩
抜
而
、
取
天
香
山
之
天
之
波
ゝ
迦
〈
此
三
字
以
音
。
木
名
。
〉

而
、
令
占
合
麻
迦
那
波
而
、
〈
自
麻
下
四
字
以
音
〉 

 

（
天
児
屋
命
・
布
刀
玉
命
を
召
し
て
、
天
香
山
の
真
男
鹿
の
肩
を
内
抜
き
に

抜
き
て
、
天
香
山
の
天
の
波
ゝ
迦
を
取
り
て
、
占
合
ひ
ま
か
な
は
し
め
て
、
） 

と
あ
る
よ
う
に
、
卜
骨
の
際
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。『
新
撰
亀
相
記
』
は
、『
古

事
記
』
の
こ
の
部
分
を
一
部
引
用
し
て
同
種
の
神
話
を
記
し
、
こ
の
「
占
合
」
を

亀
卜
の
起
源
と
し
て
い
る
。 

卜
部
が
亀
卜
を
行
っ
た
例
に
、
毎
年
六
月
十
一
月
に
行
わ
れ
る
卜
御
体
が
あ
る
。

『
延
喜
式
』
太
政
官
式
73
御
体
卜
条
に
は
、 

凡
御
体
卜
者
。
神
祇
官
中
臣
率
卜
部
等
。
六
月
。
十
二
月
一
日
始
斎
卜
之
。

九
日
卜
竟
。
十
日
奏
之
。〈
神
祇
官
侵
土
諸
司
可
令
勘
申
状
預
申
官
。
官
召
諸

司
仰
之
。
〉
即
令
外
記
先
申
大
臣
。
神
祇
副
若
祐
持
奏
案
進
大
臣
。
訖
大
臣
就

殿
上
座
。
中
臣
官
人
奏
聞
。
〈
事
見
神
祇
式
。
〉 

（
凡
そ
御
体
の
卜
は
、
神
祇
官
の
中
臣
、
卜
部
等
を
率
い
て
、
六
月
・
十
二

月
の
一
日
よ
り
始
め
て
斎
卜
し
、
九
日
に
卜
え
竟
り
、
十
日
に
奏
せ
〈
神

祇
官
、
侵
土
の
諸
司
に
勘
申
せ
し
む
べ
き
の
状
を
預
め
官
に
申
し
、
官
、

諸
司
を
召
し
て
仰
せ
よ
〉。
即
ち
外
記
を
し
て
先
ず
大
臣
に
申
さ
し
め
、
神

祇
の
副
も
し
く
は
祐
、
奏
案
を
持
ち
て
大
臣
に
進
り
、
訖
り
て
大
臣
殿
上

の
座
就
き
、
中
臣
の
官
人
奏
聞
せ
よ
。
〈
事
は
神
祇
式
に
見
ゆ
〉。
） 

と
あ
り
、
神
祇
官
の
中
臣
が
卜
部
等
を
率
い
て
行
う
卜
で
あ
る
。
割
注
に
「
事

見
神
祇
式
（
事
は
神
祇
式
に
見
ゆ
）」
と
あ
る
通
り
、『
延
喜
式
』
四
時
祭
式
上
22

卜
御
体
条
を
見
る
と
、「
即
中
臣
官
二
人
、
宮
主
一
人
、
卜
部
八
人
、
並
給
明
衣
（
す

な
わ
ち
中
臣
の
官
二
人
、
宮
主
一
人
、
卜
部
八
人
に
み
な
明
衣
を
給
え
）」
と
あ
っ

て
、
中
臣
二
人
が
宮
主
一
人
、
卜
部
八
人
を
率
い
て
い
た
。
こ
の
「
宮
主
」
に
つ

い
て
は
後
に
詳
し
く
触
れ
る
。
卜
御
体
は
六
月
十
二
月
の
一
日
か
ら
卜
を
始
め
、

九
日
に
卜
終
わ
り
、
翌
十
日
に
中
臣
が
結
果
を
奏
上
す
る
。
奏
上
の
次
第
は
四
時

祭
式
上
22
卜
御
体
条
に
詳
し
い
。
同
条
に
よ
る
と
「
亀
甲
一
枚
。
竹
廿
株
。
陶
椀

四
口
。
小
斧
二
柄
。
甲
掘
四
柄
。
刀
子
四
枚
。〈
已
上
卜
料
。
〉」
と
あ
り
、
卜
料
と

し
て
亀
甲
を
は
じ
め
と
し
た
亀
卜
に
必
要
な
道
具
や
材
料
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。 
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吉
凶
を
卜
う
こ
と
を
職
掌
と
す
る
組
織
と
し
て
、
神
祇
官
に
属
す
る
卜
部
の
他

に
陰
陽
寮
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
職
員
令
」
陰
陽
寮
条
に
「
陰
陽
師
六
人
。
掌
占
筮
相

地
。（
陰
陽
師
六
人
。
占
筮
・
相
地
を
掌
る
。
）」
と
あ
り
、
陰
陽
寮
の
中
で
も
陰
陽

師
が
占
筮
を
掌
っ
て
い
た
。
占
筮
と
は
筮
竹
を
使
用
す
る
五
行
思
想
に
基
づ
い
た

占
術
で
あ
る
。 

『
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
二
年
（
八
八
六
）
九
月
十
七
日
壬
辰
条
に
は
、 

内
裏
犬
死
。
斎
内
親
王
今
月
十
九
日
欲
修
解
除
。
依
穢
而
停
。
公
卿
於
左
衛

門
陣
、
召
神
祇
官
・
陰
陽
寮
、
占
定
吉
日
、
更
廿
四
日
為
期
。 

（
内
裏
に
て
犬
死
す
。
斎
内
親
王
、
今
月
十
九
日
に
解
除
を
修
め
む
と
欲
ふ
。

穢
に
依
り
て
停
む
。
公
卿
、
左
衛
門
の
陣
に
、
神
祇
官
・
陰
陽
寮
を
召
し

て
、
吉
日
を
占
定
し
、
更
に
廿
四
日
を
期
と
す
。
） 

と
あ
り
、
神
祇
官
と
陰
陽
寮
が
同
時
に
解
除
の
吉
日
を
占
定
し
て
い
る
。
占
を

行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
神
祇
官
か
ら
召
さ
れ
た
の
は
卜
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

後
述
す
る
が
、
祓
解
除
は
卜
部
の
職
掌
の
一
つ
で
も
あ
る
た
め
、
祓
解
除
の
期
日

を
卜
う
神
祇
官
人
が
卜
部
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
神
祇
祭
祀
で
は
な
い
に
し
て
も
、
同
じ
事
柄
を
卜
部
と
陰
陽
師

に
よ
っ
て
異
な
っ
た
方
法
で
同
時
に
う
ら
な
っ
て
い
る
。『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年

（
八
一
〇
）
三
月
丁
亥
条
に
、 

此
日
。
日
赤
無
光
。
大
井
。
比
叡
。
小
野
。
栗
栖
野
等
山
共
焼
。
煙
灰
四
満
。

京
中
昼
昏
。
上
以
爲
。
所
定
山
陵
地
。
近
賀
茂
神
。
疑
是
神
社
致
災
火
乎
。

即
决
卜
筮
。
果
有
其
祟
。
上
曰
。
初
卜
山
陵
。
筮
従
亀
不
従
也
。
今
災
異
頻

來
。
可
不
愼
歟
。
即
自
祷
祈
。
火
災
立
滅
。 

（
此
の
日
、
日
赤
く
し
て
光
無
し
。
大
井
・
比
叡
・
小
野
・
栗
栖
野
等
の
山

を
共
に
焼
く
。
煙
灰
四
満
し
、
京
中
昼
昏
し
。
上
以
爲
く
「
定
む
る
所
の

山
陵
の
地
、
賀
茂
神
に
近
し
。
疑
う
ら
く
は
是
れ
神
社
の
災
火
を
致
す
か
」

と
。
即
ち
卜
筮
に
決
す
る
に
、
果
し
て
其
の
祟
有
り
。
上
曰
く
「
初
め
山

陵
を
卜
す
る
に
、
筮
従
ふ
も
亀
従
は
ざ
る
な
り
。
今
災
異
頻
り
に
來
た
る
。

愼
ま
ざ
る
べ
き
か
」
と
。
即
ち
自
ら
祷
祈
す
る
に
、
火
災
立
ろ
に
滅
す
。
） 

と
あ
る
よ
う
に
、
卜
部
の
卜
と
陰
陽
師
の
筮
が
同
時
に
行
わ
れ
、
亀
卜
の
結
果

に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
厄
災
が
起
こ
っ
て
い
る
。
時
代
は
下
る
が
、『
中
右
記
』

に
も
卜
筮
が
同
時
に
行
わ
れ
、
異
な
る
結
果
が
出
た
時
は
通
常
な
ら
ば
亀
卜
を
優

先
す
る
原
則
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
卜
部
は
神
祇
祭
祀
な
ど
の
場
で
吉
凶
を
卜
う
亀
卜
を
執
り

行
い
、
亀
卜
の
際
に
使
用
す
る
亀
甲
や
婆
波
加
木
・
兆
竹
な
ど
の
材
料
や
道
具
が

卜
料
と
し
て
『
延
喜
式
』
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
陰
陽
師
と
同
時
に
う
ら

な
い
を
行
っ
た
場
合
、
卜
部
の
行
っ
た
亀
卜
の
結
果
が
優
先
さ
れ
た
。 

さ
ら
に
、
卜
部
は
先
に
触
れ
た
通
り
、
卜
術
の
他
に
祓
解
除
に
関
わ
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る(

１
０)

。
神
祇
令
18
大
祓
条
に
は
、 

凡
六
月
十
二
月
晦
日
大
祓
者
。
中
臣
上
御
祓
麻
。
東
西
文
部
上
祓
刀
。
読
祓

詞
。
訖
百
官
男
女
。
聚
集
祓
所
。
中
臣
宣
祓
詞
。
ト
部
為
解
除
。 

（
凡
そ
六
月
、
十
二
月
の
晦
の
日
の
大
祓
に
は
、
中
臣
、
御
祓
麻
上
れ
。
東

西
の
文
部
、
祓
刀
上
り
て
、
祓
詞
読
め
。
訖
り
な
ば
百
官
の
男
女
祓
の
所

に
聚
り
集
れ
。
中
臣
、
祓
詞
宣
べ
。
ト
部
、
解
へ
除
く
こ
と
為
よ
。
） 

と
あ
る
よ
う
に
、
六
月
十
二
月
の
大
祓
の
際
に
、
中
臣
氏
の
祓
詞
に
続
い
て
大
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祓
の
解
除
を
行
っ
て
い
る
。
『
延
喜
式
』
四
時
祭
式
上
29
大
祓
条
に
は
、 

右
晦
日
申
時
以
前
。
親
王
以
下
百
官
会
集
朱
雀
門
。
卜
部
読
祝
詞
。 

（
右
、
晦
日
の
申
の
時
以
前
に
、
親
王
以
下
の
百
官
、
朱
雀
門
に
会
集
し
、

卜
部
祝
詞
を
読
め
。
） 

と
あ
り
、
神
祇
令
の
規
定
で
は
中
臣
が
読
ん
で
い
た
祝
詞
を
、『
延
喜
式
』
で
は

卜
部
が
読
む
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
卜
部
が
大
祓
の
際
に
卜
術

だ
け
で
は
な
く
祓
解
除
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
六
月
十
二
月

の
晦
日
に
行
わ
れ
る
御
贖
の
儀
で
は
『
延
喜
式
』
四
時
祭
式
上
31
中
宮
御
贖
に
儀

式
の
内
容
が
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

右
。
晦
日
。
卜
部
各
著
明
衣
。
其
一
人
執
御
麻
。
二
人
執
荒
世
。
二
人
執
和

世
。
二
人
執
壺
。
宮
主
。
史
生
。
神
部
等
。
左
右
分
頭
前
駆
。
次
中
臣
官
人
。

次
御
麻
。
次
東
西
文
部
。〈
各
執
横
刀
。
〉
次
荒
世
。
次
和
世
。〈
並
著
木
綿
鬘
。
〉

進
候
延
政
門
。
大
舎
人
叫
門
。
宮
内
輔
入
奏
。
〈
其
詞
見
宮
内
式
。
〉
退
出
召

中
臣
。
稱
唯
率
文
部
四
国
卜
部
入
。
〈
宮
主
在
此
中
。
〉
候
於
冝
陽
殿
南
頭
。

中
臣
捧
御
麻
。
進
就
版
位
。
勅
曰
。
参
来
。
即
稱
唯
就
階
下
。
中
臣
女
。〈
簡

中
臣
氏
女
堪
事
者
奏
定
。
〉
於
殿
上
。
轉
取
供
奉
。
畢
授
中
臣
。
即
執
授
卜
部

一
人
。
令
向
祓
所
。
又
更
宮
内
輔
入
奏
。〈
其
詞
見
宮
内
式
。
〉
退
出
召
中
臣
。

即
稱
唯
。
東
文
部
捧
横
刀
。
入
就
版
位
。
勅
曰
。
参
来
。
即
稱
唯
就
階
下
轉

授
。
中
臣
女
取
奉
御
。
訖
即
出
。
次
西
文
部
進
退
。
亦
如
前
儀
。
次
中
臣
率

卜
部
執
荒
世
者
。
就
階
下
置
於
席
上
。〈
掃
部
寮
預
敷
簀
席
於
階
下
。
縫
殿
寮

置
荒
世
和
世
御
服
於
席
上
。
〉
宮
主
披
荒
世
授
中
臣
。
中
臣
取
授
中
臣
女
。
即

執
量
御
体
惣
五
度
。
訖
次
宮
主
捧
坩
。
中
臣
轉
執
授
中
臣
女
。
執
奉
御
。
訖

退
授
中
臣
。
轉
授
宮
主
。
宮
主
取
授
後
取
卜
部
。
荒
世
事
畢
退
出
。
亦
中
臣

引
和
世
。
進
退
如
荒
世
儀
。
其
荒
服
者
賜
卜
部
。
和
服
者
賜
宮
主
。
訖
皆
退

出
。
臨
河
解
除
而
去
。
但
中
宮
中
臣
祐
已
上
一
人
。〈
東
宮
准
此
。
若
不
足
兼

取
他
司
。
〉
捧
御
麻
入
候
職
司
。
令
内
侍
啓
。
中
臣
女
奉
御
麻
御
贖
。
其
奉
荒

世
和
世
。
亦
准
此
儀
。
東
宮
坊
司
入
啓
。
訖
出
喚
中
臣
。
稱
唯
捧
麻
進
就
庭

中
。
令
曰
。
参
来
。
稱
唯
昇
自
南
階
奉
。
訖
退
出
。
授
卜
部
一
人
。
令
向
祓

庭
。
亦
官
人
率
宮
主
。
進
置
荒
世
和
世
於
席
上
。
官
人
昇
階
轉
授
中
臣
女
奉

之
。
餘
如
供
御
儀
。
其
荒
服
和
服
者
。
縫
殿
寮
預
置
階
下
席
上
。
命
婦
率
女

孺
取
奉
。
訖
却
安
席
上
。
賜
宮
主
卜
部
如
前
。 

（
右
、
晦
日
に
卜
部
各
明
衣
を
著
け
、
そ
の
一
人
は
御
麻

み

ぬ

さ

を
執
り
、
二
人
は

荒あ
ら

世た
え

を
執
り
、
二
人
は
和
世

に
ぎ
た
え

を
執
り
、
二
人
は
壺
を
執
れ
。
宮
主
・
史
生
・

神
部
ら
、
左
右
に
分
頭
し
て
前
駆
し
、
次
に
中
臣
の
官
人
、
次
に
御
麻
、

次
に
東

西

や
ま
と
か
わ
ち

の
文
部
〈
各
横
刀
を
執
れ
〉
、
次
に
荒
世
、
次
に
和
世
〈
み
な

木
綿

ゆ

ふ

鬘
か
づ
ら

を
著
け
よ
〉
、
進
み
て
延
政
門
に
候
し
、
大
舎
人

門
み
か
ど

を
叫
え
。

宮
内
輔
入
り
て
奏
し
〈
そ
の
詞
は
宮
内
式
に
見
ゆ
〉
、
退
出
し
て
中
臣
を
召

せ
。
稱
唯
し
て
文
部
・
四
国
の
卜
部
を
率
い
て
入
り
〈
宮
主
こ
の
中
に
あ

り
〉
、
冝
陽
殿
の
南
頭
に
候
せ
よ
。
中
臣
は
御
麻
を
捧
げ
、
進
み
て
版
位
に

就
け
。
勅
し
て
曰
く
、
参
来
と
。
す
な
わ
ち
稱
唯
し
て
階
下
に
就
け
。
中

臣
女
〈
中
臣
氏
の
女
の
事
に
堪
ゆ
る
者
を
簡
び
て
奏
し
定
め
よ
〉
、
殿
上
に

於
い
て
轉
え
取
り
て
供
奉
れ
。
畢
ら
ば
中
臣
に
授
け
よ
。
す
な
わ
ち
執
り
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て
卜
部
一
人
に
授
け
、
祓
所
に
向
か
わ
し
め
よ
。
ま
た
更
に
宮
内
輔
入
り

て
奏
し
〈
そ
の
詞
は
宮
内
式
に
見
ゆ
〉
、
退
出
し
て
中
臣
を
召
せ
。
す
な
わ

ち
稱
唯
せ
よ
。
東
の
文
部
は
横
刀
を
捧
げ
、
入
り
て
版
位
に
就
け
。
勅
し

て
曰
く
、
参
来
と
。
す
な
わ
ち
稱
唯
し
て
階
下
に
就
き
、
轉
え
授
け
よ
。

中
臣
女
、
取
り
て
御
に
奉
り
、
訖
ら
ば
す
な
わ
ち
出
で
よ
。
次
に
西
の
文

部
進
み
退
く
こ
と
ま
た
前
の
儀
の
如
く
せ
よ
。
次
に
中
臣
、
卜
部
の
荒
世

を
執
れ
る
者
を
率
い
て
階
下
に
就
き
、
席
の
上
に
置
け
〈
掃
部
寮
は
預
め

簀
・
席
を
階
下
に
敷
き
、
縫
殿
寮
は
荒
世
・
和
世
の
御
服
を
席
の
上
に
置

け
〉。
宮
主
荒
世
を
披
き
、
中
臣
に
授
け
よ
。
中
臣
取
り
て
中
臣
女
に
授
け

よ
。
す
な
わ
ち
御
体
を
執
り
量
る
こ
と
す
べ
て
五
度
、
訖
ら
ば
次
に
宮
主

〈
弘
仁
式
で
は
卜
部
〉
坩
を
捧
げ
よ
。
中
臣
轉
え
執
り
て
中
臣
女
に
授
け

よ
。
執
り
て
御
に
奉
り
、
訖
ら
ば
退
き
て
中
臣
に
授
け
よ
。
轉
え
て
宮
主

に
授
け
よ
。
宮
主
取
り
て
後
取
の
卜
部
に
授
け
よ
。
荒
世
の
事
畢
ら
ば
退

出
せ
よ
。
ま
た
中
臣
は
和
世
を
引
き
て
進
み
退
く
こ
と
荒
世
の
儀
の
如
く

せ
よ
。
そ
の
荒
服
は
卜
部
に
賜
い
、
和
服
は
宮
主
に
賜
え
。
訖
ら
ば
皆
退

出
し
、
河
に
臨
み
て
解
除
し
て
去
れ
。
た
だ
し
中
宮
に
は
、
中
臣
の
祐
已

上
一
人
〈
東
宮
は
こ
れ
に
准
え
よ
、
も
し
足
ら
ざ
れ
ば
兼
ね
て
他
司
よ
り

取
れ
〉
御
麻
を
捧
げ
て
入
り
、
職
の
司
に
候
し
て
内
侍
を
し
て
啓
さ
し
め

よ
。
中
臣
女
は
御
麻
・
御
贖
を
奉
れ
。
そ
の
荒
世
・
和
世
を
奉
る
こ
と
も

ま
た
こ
の
儀
に
准
え
よ
。
東
宮
に
は
、
坊
の
司
入
り
て
啓
し
、
訖
ら
ば
出

で
て
中
臣
を
喚
せ
。
稱
唯
し
て
麻
を
捧
げ
て
進
み
、
庭
中
に
就
け
。
令
し

て
曰
く
、
参
来
と
。
稱
唯
し
て
南
の
階
よ
り
昇
り
て
奉
れ
。
訖
ら
ば
退
出

し
、
卜
部
一
人
に
授
け
て
祓
の
庭
に
向
か
わ
し
め
よ
。
ま
た
官
人
は
宮
主

を
率
い
進
み
て
荒
世
・
和
世
を
席
の
上
に
置
け
。
官
人
は
階
を
昇
り
て
中

臣
女
に
轉
え
授
け
て
奉
ら
し
め
よ
。
餘
は
供
御
の
儀
の
如
く
せ
よ
。
そ
の

荒
服
・
和
服
は
縫
殿
寮
預
め
階
下
の
席
の
上
に
置
け
。
命
婦
、
女
孺
を
率

い
て
取
り
て
奉
り
、
訖
ら
ば
却
げ
て
席
の
上
に
安
け
。
宮
主
・
卜
部
に
賜

わ
る
こ
と
前
の
如
く
せ
よ
。
） 

こ
れ
に
よ
る
と
、
卜
部
は
中
臣
・
文
部
が
着
け
る
御
麻
、
荒
世
、
和
世
、
壷
を

執
り
、
中
臣
に
率
い
ら
れ
て
冝
陽
殿
に
入
る
。
そ
し
て
祓
所
で
詞
を
奏
し
、
再
び

中
臣
に
率
い
ら
れ
て
祓
所
の
階
下
に
赴
き
、
最
終
的
に
は
祭
祀
で
使
用
し
た
荒
服

等
を
賜
っ
て
い
る
。 

大
祓
月
以
外
に
行
わ
れ
る
毎
月
晦
日
御
麻
に
つ
い
て
、『
延
喜
式
』
四
時
祭
式
下

56
中
宮
晦
日
御
麻
に
は
、 

其
日
中
臣
率
卜
部
進
候
延
政
門
。
〈
並
著
公
服
木
綿
蘰
。
〉
大
舎
人
叫
門
。
宮

内
省
入
奏
。
退
出
召
中
臣
。
稱
唯
捧
御
麻
入
就
版
位
。
勅
曰
。
参
来
。
中
臣

稱
唯
。
昇
就
簀
子
敷
。
轉
授
内
侍
。
降
候
階
下
。
内
侍
進
奉
。
訖
授
中
臣
。

即
執
退
出
。
其
中
宮
東
宮
奉
儀
。
同
六
月
晦
。 
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（
そ
の
日
、
中
臣
、
卜
部
を
率
い
て
進
み
、
延
政
門
に
候
せ
よ
〈
み
な
公
服
・

木
綿
蘰
を
著
け
よ
〉。
大
舎
人
、
門
を
叫
い
、
宮
内
省
入
り
て
奏
し
、
退
出

し
て
中
臣
を
召
せ
。
稱
唯
し
て
御
麻
を
捧
げ
、
入
り
て
版
位
に
就
け
。
勅

し
て
曰
く
、
参
来
と
。
中
臣
、
稱
唯
し
て
、
昇
り
て
簀
子
敷
に
就
き
、
内

侍
に
轉
え
授
け
、
降
り
て
階
下
に
候
せ
よ
。
内
侍
進
み
て
奉
り
、
訖
ら
ば

中
臣
に
授
け
よ
。
す
な
わ
ち
執
り
て
退
出
せ
よ
。
そ
の
中
宮
・
東
宮
に
奉

る
儀
は
六
月
の
晦
に
同
じ
く
せ
よ
。
） 

と
あ
り
、
卜
部
は
中
臣
に
率
い
ら
れ
、
延
政
門
に
進
ん
で
い
る
。 

ま
た
、
『
延
喜
式
』
伊
勢
大
神
宮
式
48
幣
帛
使
解
除
条
に
は
、 

凡
祈
年
。
月
次
祭
使
参
入
者
。
大
神
宮
司
卜
部
祗
候
多
気
河
解
除
。
若
有
闕

怠
。
奪
其
衣
服
。 

（
凡
そ
祈
年
・
月
次
の
祭
の
使
、
参
入
せ
ば
、
大
神
宮
司
の
卜
部
、
多
気
河

に
祗
候
し
て
解
除
せ
よ
。
も
し
闕
怠
有
ら
ば
、
其
の
衣
服
を
奪
え
。
） 

と
あ
り
、
幣
帛
使
の
祓
解
除
も
行
っ
て
い
る
。
大
神
宮
司
卜
部
に
つ
い
て
は
同

式
40
卜
部
条
に
、 

凡
卜
部
一
人
置
太
神
宮
司
。
令
卜
年
中
雑
事
。
其
衣
粮
者
以
神
封
物
給
之
。 

（
凡
そ
卜
部
一
人
、
太
神
宮
司
に
置
き
、
年
中
の
雑
事
を
卜
え
し
め
よ
。
其

の
衣
粮
は
神
封
の
物
を
以
て
給
え
。
） 

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
太
神
宮
司
に
一
人
置
か
れ
た
卜
部
で
、
神
祇
官
に
所
属
す

る
卜
部
と
は
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
神
祇
官
の
卜
部
は
原
則
卜
部
氏
か
ら
取
ら

れ
て
い
る
が
、
太
神
宮
司
の
卜
部
が
卜
部
氏
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ

る
。
し
か
し
、
卜
部
の
職
掌
と
し
て
年
中
雑
事
の
卜
と
幣
帛
氏
の
祓
を
行
っ
て
い

る
こ
と
は
、
宮
中
の
卜
部
と
変
わ
り
な
い
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
卜
部
の
職
掌
は
亀
卜
を
行
う
と
同
時
に
、
祓
解
除
に
も

従
事
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

  二
．
『
新
撰
亀
相
記
』
に
お
け
る
卜
部
氏
の
職
掌  

 

『
新
撰
亀
相
記
』(

１
１)

冒
頭
に
は
、「
卜
部
軄
掌
。
唯
非
稱
吉
凶
。
兼
觸
従
神
事
。
」

と
あ
り
、
卜
部
の
職
掌
が
唯
吉
凶
だ
け
を
占
う
の
で
は
な
く
、
神
事
に
も
従
事
す

る
と
述
べ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
卜
部
が
卜
術
だ
け
で
な
く
、
祓
の
解
除

等
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
『
延
喜
式
』
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
で

は
『
新
撰
亀
相
記
』
に
は
亀
卜
の
起
源
や
卜
部
氏
の
職
掌
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

『
新
撰
亀
相
記
』
の
冒
頭
は
「
凢
。
亀
術
之
元
。
興
於
髙
天
。（
凢
そ
、
亀
術
の

元
め
は
、
髙
天
よ
り
興
れ
り
。
）
」
と
始
め
ら
れ
て
い
る
。
亀
術
の
起
源
を
高
天
原

と
い
う
神
話
の
時
代
に
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、 

两
神
降
坐
嶋
。
見
立
天
御
柱
。
八
尋
殿
坐
也
。
伊
弉
諾
命
。
詔
。
余
。
有
二

餘
身
。
汝
命
如
何
。
伊
佐
波
命
。
答
曰
。
妾
有
不
足
之
處
。
以
餘
納
欠
。
欲

生
国
土
。
宜
汝
命
者
御
柱
自
右
廽
之
。
吾
者
自
左
廽
會
〈
男
女
之
服
。
左
右

此
由
也
〉
期
向
理
之
。
伊
佐
波
命
曰
。
穴
荷
杜
夫
。
伊
弉
諾
命
曰
。
穴
荷
美

女
。
然
後
會
之
〈
婚
姻
之
始
之
〉
先
生
水
蛭
〈
不
入
子
列
〉
次
生
淡
嶋
〈
今

在
阿
波
国
以
東
海
中
。
無
有
人
居
。
不
入
子
例
列
〉
两
神
語
曰
。
今
吾
所
生
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八

 

 

之
子
不
能
如
之
。
昇
天
。
啓
之
諸
神
。
大
兆
卜
相
詔
女
。
先
。
出
言
。
宜
還

改
事
。
卜
兆
之
興
元
始
見
此
。 

 
 

（
両
神
、
嶋
に
降
り
坐
し
し
て
、
天
御
柱
・
八
尋
殿
を
見
立
て
て
坐
せ
り
。

伊
弉
諾
命
詔
り
た
ま
は
く
「
余
に
餘
れ
る
身
有
り
。
汝
命
は
如
何
に
か
あ

ら
む
」
と
の
り
た
ま
ふ
。
伊
佐
波
命
答
へ
て
曰
く
「
妾
に
足
ら
ぬ
処
有
り
。

餘
を
以
て
欠
に
納
れ
て
、
国
土
を
生
ま
む
と
欲
ふ
。
汝
命
は
御
柱
を
右
よ

り
廽
る
べ
し
。
吾
は
左
よ
り
廽
り
て
會
は
む
」〈
男
女
の
服
、
左
右
な
る
は

此
の
由
な
り
〉。
期
り
て
理
む
。
伊
佐
波
命
曰
ひ
た
ま
は
く
「
あ
な
に
、杜
夫

え
を
と
こ

」

と
い
ひ
た
ま
ふ
。
伊
弉
諾
命
曰
ひ
た
ま
は
く
、「
あ
な
に
、
美
女

え
を
と
め

」
と
い
ひ

た
ま
ふ
。
然
し
て
後
に
会
ひ
た
ま
ふ
〈
婚
姻
の
始
な
り
〉。
先
づ
水
蛭
を
生

み
た
ま
ふ
〈
子
の
列
に
入
れ
ず
〉。
次
に
淡
嶋
を
生
む
〈
今
、
阿
波
国
よ
り

以
東
の
海
中
に
在
り
。
人
の
居
有
る
こ
と
無
し
。
子
の
例
列
に
入
れ
ず
〉。

両
神
語
り
て
曰
く
「
今
吾
が
生
め
る
子
能
か
ら
ぬ
こ
と
如
し
。
天
に
昇
り

て
啓
さ
む
」
と
い
ひ
た
ま
ふ
。
諸
神
、
大
兆
に
卜
相
ひ
て
詔
ろ
た
ま
は
く
、

「
女
、
先
に
言
を
出
だ
し
き
。
還
り
て
事
を
改
む
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ふ
。

卜
兆
の
興
り
、
元
始
め
て
此
に
見
え
た
り
。
） 

と
あ
っ
て
、
亀
卜
の
起
源
を
天
石
窟
籠
り
神
話
に
求
め
て
い
る
が
、
卜
兆
の
起

源
に
つ
い
て
は
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生
み
神
話
に
依
っ
て
い
る
。『
古
事
記
』

の
国
生
み
神
話
で
も
「
布
斗
麻
邇
爾
卜
相
（
ふ
と
ま
に
卜
相
ひ
て
）」
と
同
様
に
天

神
が
卜
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
卜
兆
の
起
源
だ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
「
卜

（
占
）」
の
文
字
が
使
用
さ
れ
た
行
為
も
、
卜
ら
し
き
こ
と
も
こ
の
前
の
神
話
に
は

記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、「
卜
兆
之
興
元
始
見
此
（
卜
兆
の
興
り
、
元
始
め
て
此
に

見
え
た
り
）」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
日
本
書
紀
』
本
文
で
は
天
神
の
卜
は
行

わ
れ
て
い
な
い
が
、
一
書
第
一
に
「
天
神
以
太
占
而
卜
合
（
天
神
、
太
占
を
以
ち

て
卜
合
ひ
た
ま
ひ
）」
と
同
様
の
神
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
記
紀
神
話
に
は
卜
を
行

っ
た
天
神
の
名
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
卜
部
氏
に
関
わ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
は
「
卜
兆
の
興
り
」
で
あ
り
、
亀
卜
の
興
り
で
は
無
い
こ

と
で
あ
る
。
亀
卜
の
興
り
は
さ
ら
に
後
の
神
話
に
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
前
に
火
鎮

祭
の
起
源
が
説
か
れ
る
。 

火
鎮
祭
の
起
源
は
伊
佐
波
が
諸
神
生
成
の
最
後
に
火
神
で
あ
る
迦
具
土
神
を
生

み
、
神
避
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
伊
佐
波
は
迦
具
土
を
「
悪
し
き
児
」
と
し
て
、

そ
れ
を
鎮
め
る
神
々
を
生
ん
で
い
る
。
こ
の
火
神
を
鎮
め
る
祭
が
火
鎮
祭
で
あ
る
。

火
鎮
祭
は
卜
部
が
主
導
す
る
唯
一
と
言
っ
て
い
い
神
祇
祭
祀
で
あ
り
、『
新
撰
亀
相

記
』
の
起
源
神
話
の
他
に
は
『
延
喜
式
』
祝
詞
式
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る(

１
２)

。 

『
新
撰
亀
相
記
』
は
火
鎮
祭
の
起
源
を
説
い
た
後
は
、
記
紀
神
話
、
特
に
『
古

事
記
』
に
即
し
た
神
話
が
続
き
、
そ
の
中
に
は
卜
や
卜
部
に
つ
い
て
触
れ
た
記
載

は
な
い
。
そ
し
て
、
天
石
窟
籠
り
神
話
の
中
で
、 

 
 

天
児
屋
根
命
。
天
香
山
之
真
男
鹿
之
肩
骨
内
拔
ゝ
出
〈
不
剥
皮
而
取
也
。
〉
採

天
香
山
之
母
鹿
木
皮
。
火
成
卜
。
卜
〈
今
亀
甲
稱
肩
本
由
此
也
。
〉 

 
 

（
天
児
屋
根
命
、
天
香
山
の
真
男
鹿
の
肩
骨
を
内
拔
に
拔
き
出
し
て
、
皮
を
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剥
が
ず
し
て
取
る
。
天
香
山
の
母
鹿
木
の
皮
を
採
り
、
火
成
卜
に
卜
ひ
た

ま
ふ
。
〈
今
、
亀
甲
の
稱
肩
は
本
此
に
由
る
。
〉
） 

と
あ
り
、
記
紀
神
話
同
様
、
天
香
山
の
真
男
鹿
の
肩
骨
を
、
天
香
山
の
母
鹿
木

の
皮
で
焼
き
卜
う
卜
骨
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
割
注
で
「
今
亀
甲
稱
肩
本
由

此
也
（
今
、
亀
甲
の
稱
肩
は
本
此
に
由
る
）」
と
卜
に
亀
甲
を
使
用
す
る
由
に
繋
げ

て
い
る
。
さ
ら
に
「
爰
見
卜
興
亦
復
如
之
。（
爰
に
、
卜
の
興
見
る
る
こ
と
、
復
た

如
し
）」
と
し
て
、
再
び
卜
の
興
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
復
」
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
当
然
国
生
み
の
際
の
卜
を
失
念
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、こ
こ
で
、

国
生
み
の
際
の
卜
と
は
異
な
る
卜
が
興
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
く
は
、『
新
撰

亀
相
記
』
の
国
生
み
の
際
に
天
神
が
行
っ
た
卜
も
亀
卜
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
伊
弉
諾
・
伊
佐
波
が
い
た
の
は
淤
能
己
侶
嶋
、
つ
ま
り
地
上
世
界

で
あ
り
、
天
上
で
天
神
が
行
っ
た
卜
の
詳
細
は
与
り
知
ら
ぬ
所
で
あ
っ
た
。
対
し

て
こ
こ
で
行
わ
れ
た
卜
は
天
上
世
界
で
の
話
で
あ
り
、
天
神
が
行
っ
た
卜
の
詳
し

い
方
法
が
認
知
で
き
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
卜
興
」
が
「
復
如
之
」
と
な
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。 

『
新
撰
亀
相
記
』
の
神
話
部
分
に
記
さ
れ
る
卜
ま
た
は
卜
部
に
関
わ
る
記
述
は

以
上
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、『
新
撰
亀
相
記
』
神
代
に
お
い
て
、
卜
及
び
火
鎮

祭
に
つ
い
て
卜
部
ま
た
は
卜
部
氏
が
行
っ
た
こ
と
は
直
接
的
に
は
記
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
分
か
る
。
卜
及
び
火
鎮
祭
は
卜
部
が
行
う
事
は
当
然
の
事
と
し
て
、
そ

れ
で
は
そ
の
起
源
は
如
何
と
問
わ
れ
た
の
で
説
明
し
て
い
る
、
と
い
う
体
を
取
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。 

 

三
．
卜
部
氏
の
系
譜 

 

『
新
撰
姓
氏
録
』
に
よ
る
と
、
卜
部
氏
は
「
不
載
姓
氏
録
姓
（
「
姓
氏
録
に
姓
を

載
ず
」
）」
と
さ
れ
る
諸
氏
族
の
中
の
一
つ
に
含
ま
れ
て
い
る
。『
新
撰
姓
氏
録
』
が

何
故
卜
部
を
含
め
た
諸
氏
を
載
せ
な
か
っ
た
か
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
に
直
接
の
理

由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

『
新
撰
亀
相
記
』
に
は
、 

 
 

所
謂
四
国
卜
部
在
数
氏
焉
。
伊
豆
国
卜
部
。
五
人
。
一
氏
〈
卜
部
幷
伊
豆
嶋

国
〉。
壹
岐
嶋
卜
部
五
人
。
二
氏
〈
卜
部
幷
土
也
其
卜
部
在
二
門
家
記
具
也
。
〉

対
馬
嶋
卜
部
十
人
三
氏
〈
上
懸
郡
五
人
直
幷
卜
部
也
下
懸
郡
五
人
卜
直
部
夜

良
直
也
〉
惣
廿
人
。
其
対
馬
嶋
稱
両
国
〈
両
郡
此
也
〉
昔
者
下
懸
郡
。
在
舟

首
嶋
麻
呂
。
供
奉
卜
部
。
而
今
絶
焉
。 

 
 

（
所
謂
四
国
卜
部
に
数
の
氏
在
り
。
伊
豆
国
の
卜
部
は
五
人
一
氏
な
り
〈
卜

部
は
幷
に
伊
豆
嶋
と
国
と
に
あ
り
〉
。
壹
岐
嶋
の
卜
部
は
五
人
二
氏
な
り

〈
卜
部
は
幷
に
土
に
あ
り
。
其
の
卜
部
に
二
門
あ
り
。
家
記
に
具
ら
か
な

り
〉。
対
馬
嶋
の
卜
部
は
十
人
三
氏
な
り
〈
上
懸
郡
の
五
人
は
直
に
し
て
幷

に
卜
部
な
り
。
下
懸
郡
の
五
人
は
直
に
し
て
卜
部
と
夜
良
と
の
直
な
り
〉。

惣
て
廿
人
な
り
。
其
の
対
馬
嶋
を
両
国
と
稱
ふ
〈
両
の
郡
、
此
な
り
〉。
昔

は
下
懸
郡
に
舟
首
嶋
麻
呂
在
り
て
卜
部
に
供
奉
り
き
。
而
る
に
今
絶
え
た

り
。
） 

と
あ
り
、
伊
豆
・
壱
岐
・
対
馬
上
県
・
下
県
の
両
郡
二
国
の
計
四
国
の
卜
部
を

い
わ
ゆ
る
四
国
卜
部
と
し
て
い
る
。
森
公
章
氏(

１
３)

は
木
簡
等
の
出
土
資
料
も
含
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一
〇

 

 

め
て
卜
部
姓
者
の
分
布
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
武
蔵
・
安
房
・
上

総
・
下
総
・
常
陸
・
陸
奥
・
因
幡
・
筑
前
と
、
伊
豆
・
壱
岐
・
対
馬
の
三
国
以
外

に
も
卜
部
姓
者
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、「
卜
部
姓
者
が
東
国
と
壱
岐
・

対
馬
に
偏
在
し
、
そ
の
中
間
に
は
分
布
し
な
い
と
い
う
点
は
大
き
な
特
色
」
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
森
氏
の
指
摘
に
則
し
て
、
東
国
・
壱
岐
・
対
馬
の
卜
部
氏
の
系

譜
に
つ
い
て
、
以
下
で
詳
し
く
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。 

伊
豆
・
壱
岐
・
対
馬
の
三
国
の
卜
部
を
『
新
撰
亀
相
記
』
で
確
認
す
る
と
、 

 
 

凢
壹
岐
嶋
卜
部
上
祖
、
天
比
豆
都
柱
命
、
対
馬
嶋
直
之
上
祖
、
押
瞻
命
、
陪

於
天
児
屋
命
仕
奉
亀
卜
。
御
体
吉
凶
、
三
年
為
期
。
申
天
之
兒
屋
、
執
奏
神

倭
伊
波
礼
比
古
天
皇
始
、
御
倭
豊
秋
津
嶋
宮
今
是
卜
都
也
。
活
目
入
彦
伊
佐

知
天
皇
、
定
賜
国
境
及
天
神
地
祇
之
社
。
始
従
男
弭
御
調
〈
乃
〉
太
詔
戸
社
、

更
建
於
大
和
国
。
帯
中
日
子
天
皇
御
代
兒
屋
命
十
二
世
孫
、
雷
大
臣
命
、
執

掌
神
事
曰
、
在
東
国
卜
部
姓
者
、
皆
我
之
後
也
。
以
伊
豆
之
卜
部
令
供
卜
事
。 

 
 

（
凢
そ
壹
岐
嶋
の
卜
部
の
上
祖

う

え

そ

天
比
豆
都
柱
命

あ
ま
の
ひ
と
つ
は
し
ら
の
み
こ
と

、
対
馬
嶋
直
が
上
祖
、
押
瞻

お
し
み
の

命
み
こ
と

、
天
児
屋
命
に
陪
ひ
て
亀
卜
と
御
体
の
吉
凶
と
に
仕
奉
る
に
、
三
年
を

期
と
し
き
。
天
之
兒
屋
に
申
し
て
、
神
倭
伊
波
礼
比
古
天
皇
に
執
奏
し
、

始
め
て
、
倭
豊
秋
津
嶋
宮
に
御
し
き
。
今
、
是
れ
卜
都
な
り
。
活
目
入
彦

伊
佐
知
天
皇
、
国
境
及
び
天
神
地
祇
の
社
を
定
め
賜
ひ
、
始
め
て
男
の
弭

の
御
調
を
従
せ
た
ひ
き
。
太
詔
戸
社
を
、
更
に
大
和
国
に
建
つ
。
帯
中
日

子
天
皇
の
御
代
に
兒
屋
命
の
十
二
世
孫
、
雷
大
臣
命
、
神
事
を
執
掌
り
て

曰
ひ
し
く
、「
東
国
に
在
る
卜
部
と
い
ふ
姓
の
者
は
、
皆
我
が
後
な
り
。
伊

豆
の
卜
部
を
以
ち
て
卜
事
に
供
ら
し
め
よ
」
と
い
ひ
き
。
） 

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
壱
岐
の
卜
部
の
祖
が
天
比
豆
都
柱
命
で
あ
り
、
対
馬
嶋
直

の
祖
が
押
瞻
命
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
伊
豆
の
卜
部
は
兒
屋
命
の
十
二
世

孫
、
雷
大
臣
命
の
後
裔
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

壱
岐
の
卜
部
の
祖
で
あ
る
天
比
豆
都
柱
命
は
『
古
事
記
』
上
の
国
生
み
神
話
の

際
に
「
次
、
生
伊
岐
島
。
亦
名
謂
天
比
登
都
柱
（
次
に
、
伊
岐
島
を
生
み
き
。
亦

の
名
を
天
比
登
都
柱
と
謂
ふ
）」
と
あ
り
、
壱
岐
の
卜
部
の
祖
は
壱
岐
島
自
体
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
九
月
七
日
条
に
は
、 

 
 

壹
伎
嶋
石
田
郡
人
宮
主
外
從
五
位
下
卜
部
是
雄
。
神
祇
權
少
史
正
七
位
上
卜

部
業
孝
等
賜
姓
伊
伎
宿
祢
。
其
先
出
自
雷
大
臣
命
也
。 

 
 

（
壹
伎
嶋
石
田
郡
の
人
、
宮
主
外
從
五
位
下
卜
部
是
雄
、
神
祇
權
少
史
正
七

位
上
卜
部
業
孝
等
に
伊
伎
宿
祢
の
姓
を
賜
る
。
其
の
先
出
は
雷
大
臣
命
に

よ
る
な
り
。
） 

と
あ
り
、
壱
岐
島
出
身
の
卜
部
是
雄
が
壱
岐
宿
祢
の
姓
を
賜
わ
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
壱
岐
の
卜
部
の
祖
は
雷
大
臣
命
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
卜
部
是

雄
は
同
年
正
月
の
叙
位
記
事
に
外
從
五
位
下
、
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
正
月
に

は
従
五
位
下
を
賜
わ
り
、
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
四
月
二
十
四
日
条
に
は
、 

宮
主
従
五
位
下
兼
行
丹
波
權
掾
伊
伎
宿
祢
是
雄
卒
。
是
雄
者
。
壹
伎
嶋
人
也
。

本
姓
卜
部
。
改
爲
伊
伎
。
始
祖
忍
見
足
尼
命
。
始
自
神
代
。
供
亀
卜
事
。
厥

後
子
孫
傳
習
祖
業
。
備
於
卜
部
。
是
雄
。
卜
数
之
道
。
尤
究
其
要
。
日
者
之
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二
〇
一
七
年

一
一

 

 

中
。
可
謂
獨
歩
。
嘉
祥
三
年
爲
東
宮
々
主
。
皇
太
子
即
位
之
後
。
轉
爲
宮
主
。

貞
觀
五
年
授
外
従
五
位
下
。
十
一
年
叙
従
五
位
下
。
拜
丹
波
權
掾
。
宮
主
如

故
。
卒
時
年
五
十
四
。 

（
宮
主
従
五
位
下
兼
行
丹
波
權
掾
伊
伎
宿
祢
是
雄
卒
す
。
是
雄
は
壹
伎
嶋
の

人
な
り
。
本
姓
は
卜
部
。
改
め
て
伊
伎
と
な
す
。
始
祖
忍
見
足
尼
命
。
神
代

よ
り
始
め
、
亀
卜
の
事
に
供
る
。
厥
の
後
、
子
孫
祖
業
を
伝
習
し
、
卜
部
を

備
ふ
。
是
雄
、
卜
数
の
道
、
尤
も
其
の
要
を
究
め
、
日
者
の
中
、
獨
歩
と
謂

ふ
べ
し
。
嘉
祥
三
年
東
宮
々
主
と
為
る
。
皇
太
子
即
位
の
後
、
宮
主
と
轉
ず
。

貞
觀
五
年
外
従
五
位
下
を
授
け
ら
る
。
十
一
年
従
五
位
下
を
叙
ら
れ
、
拜
み

て
丹
波
權
掾
と
な
る
。
宮
主
故
の
如
し
。
卒
す
る
時
の
五
十
四
な
り
。
） 

と
卒
伝
が
載
せ
ら
れ
る
。
こ
の
卒
伝
に
よ
る
と
、
壱
岐
の
卜
部
の
祖
は
忍
見
足

尼
命
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
貞
観
五
年
九
月
の
記
事
と
は
異
な
る
。
さ
ら
に
『
新
撰

亀
相
記
』
を
見
る
と
、
雷
大
臣
命
は
伊
豆
を
含
む
東
国
の
卜
部
の
祖
だ
と
さ
れ
て

お
り
、
『
新
撰
亀
相
記
』
と
六
国
史
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。
『
松
尾
社
家
系

図
』(

１
４)

に
も
卜
部
是
雄
を
始
め
と
し
た
壱
岐
卜
部
氏
に
つ
い
て
の
系
図
が
載
せ

ら
れ
る
が
、
こ
の
系
図
に
つ
い
て
は
六
国
史
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る(

１
５)

。
系
図
に
よ
る
と
、
卜
部
是
雄
は
「
始
祖
忍
見
足
尼
命
出
自
雷
大
臣

命
。（
始
祖
忍
見
足
尼
命
は
雷
大
臣
命
よ
り
出
で
た
る
。
）」
と
さ
れ
て
お
り
、
貞
観

五
年
九
月
の
記
事
と
卒
伝
を
組
み
合
わ
せ
た
系
譜
を
伝
え
る
。
仮
に
『
新
撰
亀
相

記
』
に
記
さ
れ
る
対
馬
卜
部
の
祖
押
瞻
命
が
忍
見
足
尼
命
と
同
一
神
で
あ
る
と
す

る
と
、
伊
豆
・
壱
岐
・
対
馬
の
卜
部
氏
と
の
混
同
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

そ
こ
で
、
問
題
の
対
馬
の
卜
部
氏
を
見
て
み
る
と
、『
新
撰
亀
相
記
』
で
は
押
瞻

命
を
祖
に
持
つ
他
、
卜
部
を
兼
ね
る
対
馬
直
・
卜
部
・
夜
良
直
の
三
氏
か
ら
卜
部

が
取
ら
れ
て
い
る
。
押
瞻
命
は
他
書
で
存
在
の
確
認
で
き
な
い
神
で
は
あ
る
が
、

忍
見
足
尼
命
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
顕
宗
天
皇

三
年
二
月
丁
巳
条
に
は
「
壹
伎
縣
主
先
祖
押
見
宿
禰
侍
祠
（
壹
伎
縣
主
の
先
祖
押

見
宿
禰
を
祠
り
侍
る
）」
と
あ
る
か
ら
、
押
見
（
押
瞻
）
宿
禰
は
壱
岐
県
主
の
祖
で

あ
り
、
対
馬
に
関
わ
る
祖
で
は
な
い
。『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
年
（
八
四
三
）
九

月
甲
辰
条
に
は
「
対
馬
嶋
无
位
雷
命
神
」
が
従
五
位
下
を
奉
授
し
、『
延
喜
式
』
神

名
下
に
は
対
馬
国
に
雷
命
神
社
が
記
さ
れ
て
お
り
、
対
馬
で
も
雷
大
臣
命
が
祀
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
も
祖
神
の
混
同
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
「
夜
良
直
」
は
未
詳
で
あ
る(

１
６)

が
、
対
馬
郡
与
良
郷
の
地
名
に
も
と
づ

く(

１
７)

。
ま
た
式
内
社
で
は
な
い
が
、
与
良
祖
神
社
と
い
う
神
社
が
残
っ
て
い
る

た
め
、
祭
祀
氏
族
に
よ
る
祭
儀
が
あ
っ
た
可
能
性
が
伺
え
る
。
ま
た
対
馬
下
県
郡

の
卜
部
氏
に
仕
え
て
い
た
舟
首
嶋
麻
呂
も
未
詳
で
あ
る
。 

次
に
、
伊
豆
ま
た
は
壱
岐
の
卜
部
氏
の
祖
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
雷
大
臣
命
に
つ

い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。『
新
撰
亀
相
記
』
に
は
、
伊
豆
卜
部
氏
を
始
め
と
し
た

東
国
の
卜
部
氏
は
兒
屋
命
十
二
世
孫
の
雷
大
臣
命
が
東
國
卜
部
の
祖
で
あ
り
、
こ

れ
に
依
っ
て
伊
豆
卜
部
氏
が
卜
事
に
従
事
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
雷
大
臣
命

は
『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
神
別
上
に
は
、
中
臣
志
斐
連
が
「
天
児
屋
命
十
一
世
孫

雷
大
臣
命
男
弟
子
之
後
也
」
と
あ
り
、
右
京
神
別
上
に
は
壱
伎
直
が
「
天
児
屋
命

九
世
孫
雷
大
臣
之
後
也
」
と
あ
り
、
山
城
国
神
別
に
は
呉
公
が
「
天
相
命
十
三
世

孫
雷
大
臣
命
之
後
也
」
と
あ
り
、
摂
津
国
神
別
に
は
神
奴
連
が
「
同
神
（
天
児
屋

命
）
十
一
世
孫
雷
大
臣
命
之
後
也
」
、
生
田
首
が
「
同
神
九
世
孫
雷
大
臣
命
之
後
也
」
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一
二

 

 

と
あ
り
、
河
内
国
神
別
で
は
中
臣
連
が
「
同
神
（
津
速
魂
命
）
十
四
世
孫
雷
大
臣

命
之
後
也
」
と
あ
り
、
未
定
雑
姓
右
京
に
は
中
臣
栗
原
連
が
「
天
児
屋
根
命
十
一

世
孫
雷
大
臣
之
後
也
」
と
あ
り
、
同
摂
津
国
に
は
津
嶋
直
が
「
天
児
屋
根
命
十
四

世
孫
雷
大
臣
命
之
後
也
」
と
あ
り
、
同
河
内
国
に
は
三
間
名
公
が
仲
臣
雷
大
臣
命

之
後
也
」
と
な
っ
て
い
る
。
河
内
国
神
別
の
中
臣
連
は
直
前
の
菅
生
朝
臣
が
「
大

中
臣
朝
臣
同
祖
。
津
速
魂
命
二
世
孫
天
児
屋
根
命
之
後
也
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
直
接
系
譜
が
繋
が
る
と
す
れ
ば
雷
大
臣
命
は
天
児
屋
根
命
の
十
二
世
孫
に

あ
た
る
。 

以
上
、『
新
撰
姓
氏
録
』
の
雷
大
臣
命
に
関
す
る
記
載
を
整
理
す
る
と
以
下
の
通

り
に
な
る
。 

左
京
神
別
上 

 
 

中
臣
志
斐
連 

天
児
屋
命
十
一
世
孫
雷
大
臣
命
男
弟
子
之
後 

右
京
神
別
上 

 
 

壱
伎
直 

 
 

天
児
屋
命
九
世
孫
雷
大
臣
之
後 

山
城
国
神
別 

 
 

呉
公 

 
 
 

天
相
命
十
三
世
孫
雷
大
臣
命
之
後 

摂
津
国
神
別 

 
 

神
奴
連 

 
 

天
児
屋
命
十
一
世
孫
雷
大
臣
命
之
後 

生
田
首 

 
 

天
児
屋
命
九
世
孫
雷
大
臣
命
之
後 

河
内
国
神
別 

 
 

中
臣
連 
 
 

天
児
屋
根
命
十
二
世
孫
雷
大
臣
命
之
後 

未
定
雑
姓
右
京 

 

中
臣
栗
原
連 

天
児
屋
根
命
十
一
世
孫
雷
大
臣
之
後 

摂
津
国 

津
嶋
直 

 
 

天
児
屋
根
命
十
四
世
孫
雷
大
臣
命
之
後 

河
内
国 

三
間
名
公 

 

仲
臣
雷
大
臣
命
之
後 

こ
こ
に
は
、
壱
伎
直
・
津
嶋
直
の
祖
と
し
て
雷
大
臣
命
が
見
え
、
中
臣
と
同
祖

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
『
新
撰
姓
氏
録
』
摂
津
国
神
別
に
は

津
島
朝
臣
に
つ
い
て
、「
大
中
臣
朝
臣
同
祖
。
津
速
魂
命
三
世
孫
天
児
屋
根
命
之
後

也
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
中
臣
と
同
祖
と
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
時
代
は
下
る
が
、『
尊
卑
文
脈
』
に
は
天
兒
屋
根
尊
の
十
一
世
孫
の
跨
耳

命
の
系
図
に
「
雷
大
臣
命
〈
正
説
也
〉」
と
あ
り
、
さ
ら
に 

雷
大
臣
命
足
中
彦
天
皇
之
朝
廷
習
大
兆
之
道
達
亀
卜
之
術
賜
姓
卜
部
令
供
奉

其
事 

（
雷
大
臣
命
は
足
中
彦
天
皇
の
朝
廷
に
大
兆
の
道
を
習
ひ
、
亀
卜
の
術
に
達

し
、
卜
部
の
姓
を
賜
ひ
、
其
の
事
に
供
奉
し
む
） 

と
あ
る
。
こ
こ
の
足
中
彦
天
皇
に
は
「
仲
哀
」
と
注
が
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

卜
部
は
仲
哀
天
皇
の
御
代
ま
た
は
そ
の
少
し
前
に
宮
中
の
神
祇
祭
祀
に
携
わ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
は
、
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
、 

帯
中
日
子
天
皇
御
代
兒
屋
命
十
二
世
孫
、
雷
大
臣
命
、
執
掌
神
事
曰
、
在
東

国
卜
部
姓
者
、
皆
我
之
後
也
。
以
伊
豆
之
卜
部
令
供
卜
事
。 

（
帯
中
日
子
天
皇
の
御
代
に
兒
屋
命
の
十
二
世
孫
、
雷
大
臣
命
、
神
事
を
執

掌
り
て
曰
ひ
し
く
、「
東
国
に
在
る
卜
部
と
い
ふ
姓
の
者
は
、
皆
我
が
後
な

り
。
伊
豆
の
卜
部
を
以
ち
て
卜
事
に
供
ら
し
め
よ
」
と
い
ひ
き
。
） 

と
も
合
致
す
る
が
、
そ
も
そ
も
仲
哀
天
皇
自
体
が
神
話
に
相
当
す
る
天
皇
で
あ

り
、
具
体
的
な
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

以
上
で
検
討
し
て
き
た
、
伊
豆
・
壱
岐
・
対
馬
三
国
の
卜
部
の
祖
に
関
わ
る
記

述
を
表
一
で
整
理
す
る
。 
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こ
の
表
に
よ
る
と
、
雷
大
臣
命
は
、
三
国
の
い
ず
れ
か
の
祖
と
し
て
記
さ
れ
て

お
り
、
卜
部
氏
の
系
譜
は
中
臣
氏
の
祖
で
あ
る
天
児
屋
命
の
幾
世
か
孫
に
あ
た
る

雷
大
臣
命
か
ら
派
生
し
て
い
く
系
譜
を
持
つ
。
平
野
邦
雄
氏(

１
８)

は
こ
の
よ
う
な

同
族
関
係
が
生
ま
れ
た
の
は
「
か
れ
ら
が
、
事
実
上
卜
部
と
い
う
同
氏
を
形
成
し

て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
各
国
卜
部
が
上
番
し
て
、
神
祇
官
の
上
位
を

占
め
た
中
臣
・
忌
部
の
も
と
で
、
祐
・
史
・
卜
長
上
・
卜
部
な
ど
の
下
級
の
官
職

を
共
有
し
た
こ
と
が
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
り
、
同
氏
の
構
成
と
同
祖
説
話
を
も
つ

に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
私
見
も
こ
れ
に
倣
い
、
お
そ
ら
く
、
伊

豆
・
壱
岐
・
対
馬
で
は
異
な
っ
た
系
譜
を
有
し
て
い
た
だ
ろ
う
三
国
の
卜
部
氏
が
、

神
祇
官
に
取
ら
れ
、
卜
部
と
し
て
宮
中
に
供
奉
す
る
に
当
た
り
、
中
臣
と
同
祖
で

あ
る
雷
大
臣
命
を
三
国
卜
部
氏
共
通
の
祖
と
す
る
系
譜
が
発
生
し
、
さ
ら
に
『
新

撰
亀
相
記
』
が
、
そ
の
系
譜
を
踏
ま
え
て
三
国
卜
部
氏
の
系
譜
と
整
理
し
た
と
考

え
る
。 

と
こ
ろ
で
、
先
に
壱
岐
卜
部
氏
が
『
古
事
記
』
に
お
い
て
壱
岐
島
の
別
名
で
あ

る
神
名
を
も
っ
て
そ
の
後
裔
と
す
る
こ
と
が
『
新
撰
亀
相
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る 

 

     こ
と
に
触
れ
た
。『
日
本
書
紀
』
の
該
当
す
る
神
話
を
見
る
と
。
巻
一
神
代
上
第
四

段
本
文
に
は
、 

 
 

即
対
馬
嶋
。
壹
岐
嶋
。
及
處
々
小
嶋
。
皆
是
潮
沫
凝
成
者
矣
。
亦
曰
水
沫
凝

而
成
也
。 

（
即
ち
対
馬
嶋
・
壹
岐
嶋
及
び
処
々
の
小
嶋
と
は
、
皆
是
れ
潮
沫
の
凝
り
て

成
れ
る
者
な
り
。
亦
は
水
沫
の
凝
り
て
成
れ
る
と
も
曰
ふ
。
） 

と
あ
り
、
同
段
一
書
第
七
に
は
、 

 
 

一
書
曰
。
先
生
淡
路
洲
。
次
大
日
本
豐
秋
津
洲
。
次
伊
豫
二
名
洲
。
次
億
岐

洲
。
次
佐
度
洲
。
次
筑
紫
洲
。
次
壹
岐
洲
次
対
馬
洲
。 

 
 

（
一
書
に
曰
く
、
先
づ
淡
路
洲
を
生
む
。
次
に
大
日
本
豐
秋
津
洲
。
次
に
伊

豫
二
名
洲
。
次
に
億
岐
洲
。
次
に
佐
度
洲
。
次
に
筑
紫
洲
。
次
に
壹
岐
洲
。

次
に
対
馬
洲
。
） 

と
あ
る
。
壱
岐
・
対
馬
は
潮
や
水
の
泡
が
固
ま
っ
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
か
、

ま
た
は
特
に
神
名
も
な
く
生
ま
れ
て
い
る
。『
新
撰
亀
相
記
』
が
『
古
事
記
』
を
多

く
引
用
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
壱
岐
・
対
馬
二
国
の
起
源
を
め
ぐ
る
記

紀
の
記
述
の
差
異
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

対

馬

壱

岐

伊

豆

押

瞻

命

天

比

豆

都

柱

命

雷

大

臣

命

新

撰

亀

相

記

天

比

登

都

柱

古

事

記

押

見

宿

禰

日

本

書

紀

雷

大

臣

命

忍

見

足

尼

命

五

国

史

雷

命

延

喜

式

雷

大

臣

命

雷

大

臣

命

姓

氏

録

表

一

、

三

国

の

始

祖

対

比
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一
四

 

 

四
．
卜
部
の
供
奉
形
態 

 

卜
部
が
宮
中
に
供
奉
し
、
主
に
神
祇
祭
祀
の
吉
凶
を
占
う
卜
部
の
詳
し
い
職
掌

は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
そ
の
供
奉
形
態
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。 

先
に
引
い
た
『
養
老
令
』
職
員
令
神
祇
官
条
に
は
「
卜
部
廿
人
」
と
あ
っ
て
、

卜
部
の
定
員
が
二
十
人
で
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。『
延
喜
式
』
臨
時
祭
式

42
宮
主
卜
部
条
に
も
、 

凡
宮
主
取
卜
部
堪
事
者
任
之
。
其
卜
部
取
三
国
卜
術
優
長
者
。〈
伊
豆
五 

人
。

壱
岐
五
人
。
対
馬
十
人
。
〉
若
取
在
都
之
人
者
、
自
非
卜
術
絶
群
、
不
得
輙
充
。 

（
凡
そ
宮
主
は
卜
部
の
事
に
堪
え
た
る
者
を
取
り
て
任
ぜ
よ
。
其
の
卜
部
は

三
国
の
卜
術
優
長
な
る
者
を
取
れ
。
〈
伊
豆
よ
り
五
人
。
壱
岐
よ
り
五
人
。

対
馬
よ
り
十
人
。
〉
も
し
都
に
在
る
の
人
を
取
ら
ん
に
は
、
卜
術
の
群
に
絶

え
た
る
に
非
ざ
る
よ
り
は
、
輙
く
充
つ
る
こ
と
を
得
ず
。
） 

と
あ
る
通
り
、
伊
豆
・
壱
岐
・
対
馬
の
三
国
の
卜
部
氏
の
中
か
ら
伊
豆
五
人
、

壱
岐
五
人
、
対
馬
十
人
の
計
二
十
人
の
卜
部
を
取
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
そ
れ
は
三
国
の
卜
部
氏
の
中
で
も
「
卜
術
優
長
」
な
者
が
選
ば
れ
た
。
先

に
引
い
た
『
新
撰
亀
相
記
』
を
も
う
一
度
見
る
と
、 

 
 

所
謂
四
国
卜
部
在
数
氏
焉
。
伊
豆
国
卜
部
、
五
人
、
一
氏
〈
卜
部
幷
伊
豆
嶋

国
〉
、
壹
岐
嶋
卜
部
五
人
、
二
氏
〈
卜
部
幷
土
也
其
卜
部
在
二
門
家
記
具
也
。
〉
、

対
馬
嶋
卜
部
十
人
三
氏
〈
上
懸
郡
五
人
直
幷
卜
部
也
下
懸
郡
五
人
卜
直
部
夜

良
直
也
〉
惣
廿
人
。
其
対
馬
嶋
稱
両
国
〈
両
郡
此
也
〉
昔
者
下
懸
郡
、
在
舟

首
、
嶋
麻
呂
、
供
奉
卜
部
。
而
今
絶
焉
。 

 
 

（
所
謂
四
国
卜
部
に
数
の
氏
在
り
。
伊
豆
国
の
卜
部
は
五
人
一
氏
な
り
〈
卜

部
は
幷
に
伊
豆
嶋
と
国
と
に
あ
り
〉
。
壹
岐
嶋
の
卜
部
は
五
人
二
氏
な
り

〈
卜
部
は
幷
に
土
に
あ
り
。
其
の
卜
部
に
二
門
あ
り
。
家
記
に
具
ら
か
な

り
〉。
対
馬
嶋
の
卜
部
は
十
人
三
氏
な
り
〈
上
懸
郡
の
五
人
は
直
に
し
て
幷

に
卜
部
な
り
。
下
懸
郡
の
五
人
は
直
に
し
て
卜
部
と
夜
良
と
の
直
な
り
〉。

惣
て
廿
人
な
り
。
其
の
対
馬
嶋
を
両
国
と
稱
ふ
〈
両
の
郡
、
此
な
り
〉。
昔

は
下
懸
郡
に
舟
首
嶋
麻
呂
在
り
て
卜
部
に
供
奉
り
き
。
而
る
に
今
絶
え
た

り
。
） 

と
あ
り
、
伊
豆
・
壱
岐
・
対
馬
上
県
・
下
県
の
両
郡
二
国
の
計
四
国
の
卜
部
を

取
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
各
国
の
氏
族
の
内
訳
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
伊
豆
の
卜
部
五
人
は
伊
豆
国
の
本
土
と
嶋
に
あ
る
卜
部
氏
一
氏
か

ら
取
り
、
壱
岐
の
卜
部
五
人
は
二
門
の
卜
部
氏
か
ら
取
っ
て
い
る
。
対
馬
の
卜
部

十
人
は
直
・
卜
部
・
夜
良
の
三
氏
か
ら
取
り
、
全
二
十
人
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら

な
い
。 

他
方
、
『
令
集
解
』
古
記
別
記
（
官
員
令
別
記
）
に
は
、 

 
 

古
記
云
。
別
記
云
。
津
嶋
上
県
国
造
一
口
、
京
卜
部
八
口
、
厮
三
口
、
下
県

国
造
一
口
、
京
卜
部
九
口
、
京
厮
三
口
。
伊
岐
国
造
一
口
、
京
卜
部
七
口
、

厮
三
口
、
伊
豆
国
嶋
直
一
口
、
卜
部
二
口
、
厮
三
口
。
斎
宮
卜
部
四
口
、
厮

二
口
。
伊
岐
二
口
、
津
嶋
二
口
、
伊
豆
二
口
、
国
造
直
丁
等
、
各
給
厮
一
口
。 

と
あ
る
。
三
国
そ
れ
ぞ
れ
の
国
造
の
後
に
く
る
「
京
卜
部
」
と
は
各
国
か
ら
取

ら
れ
て
宮
中
に
供
奉
す
る
卜
部
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
対
馬
両
郡
か
ら
計
十
七
人
、

壱
岐
か
ら
七
人
、
伊
豆
か
ら
二
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
延
喜
式
』
で
規
定



54

人
間
文
化
研
究

27 

二
〇
一
七
年

一
五

 

 

さ
れ
た
各
国
の
卜
部
の
人
数
と
は
異
な
る
う
え
、
斎
宮
卜
部
を
合
わ
せ
た
卜
部
の

人
数
が
三
十
人
と
な
る
。
仮
に
二
十
人
と
い
う
規
定
が
三
国
か
ら
取
ら
れ
た
卜
部

の
み
で
、
斎
宮
の
卜
部
は
別
の
供
奉
形
態
を
持
つ
と
し
て
も
、
三
国
の
卜
部
は
計

二
十
六
人
と
、
や
は
り
『
養
老
令
』
の
規
定
す
る
「
卜
部
廿
人
」
と
は
合
致
し
な

い
。
さ
ら
に
『
令
集
解
』
職
員
令
神
祇
官
条
古
記
に
は
、 

古
記
云
。
問
。
卜
部
数
多
。
令
文
数
若
為
。
答
。
不
知
。
可
問
神
祇
官
也
。 

（
古
記
云
く
。
問
ふ
。「
卜
部
数
多
し
、
令
文
の
数
は
い
か
ん
」
と
。
答
へ
て

い
は
く
、「
知
ら
ず
。
神
祇
官
に
問
ふ
べ
き
な
り
」
と
。
） 

と
い
う
問
答
が
あ
る
。
井
上
辰
雄
氏
は
こ
こ
か
ら
、「
少
な
く
と
も
「
廿
人
」
と

い
う
定
員
数
は
、
大
宝
令
の
条
文
に
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
し
て
い
る
。
私
は
、
養
老
令
の
段
階
で
は
定
員
が
決
め
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
卜
部
を
、
古
記
の
問
答
を
踏
ま
え
て
養
老
令
で
廿
人
と
い
う
定

員
を
定
め
た
の
だ
と
考
え
る
。 

森
氏(

１
９)

は
「
な
ぜ
彼
ら
が
宮
中
の
卜
部
と
し
て
採
用
さ
れ
ず
、
上
記
の
三
国

の
み
の
卜
部
か
ら
採
用
さ
れ
る
の
か
は
依
然
不
明
の
ま
ま
残
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
補
注
に
『
新
撰
亀
相
記
』
に
伊
豆
・
壱
岐
・
対
馬

の
卜
部
の
起
源
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。 

森
氏
が
指
摘
し
た
「
な
ぜ
彼
ら
（
三
国
以
外
の
卜
部
）
が
宮
中
の
卜
部
と
し
て

採
用
さ
れ
ず
、
上
記
の
三
国
の
み
の
卜
部
か
ら
採
用
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
疑
問

の
直
接
的
な
答
え
で
は
な
い
が
、
卜
部
の
成
立
に
つ
い
て
、
平
野
氏(

２
０)

は
「
お

そ
ら
く
、
対
馬
・
壱
岐
に
は
大
陸
の
帰
化
人
の
も
た
ら
す
亀
卜
を
業
と
す
る
も
の

が
、
五
世
紀
ぐ
ら
い
か
ら
い
て
、
ト
モ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
中
臣
氏
の
成
立
と
と
も
に
、

そ
の
支
配
下
に
入
れ
ら
れ
、
や
が
て
そ
の
特
殊
な
職
掌
の
故
に
、
そ
の
名
を
負
う

て
卜
部
と
な
り
、
中
臣
氏
に
ひ
き
い
ら
れ
て
、
祭
祀
に
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
時
期
は
、
早
く
と
も
欽
明
朝
よ
り
は
後
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
井
上
氏(

２
１)

は

宮
廷
卜
部
の
成
立
に
つ
い
て
「
お
そ
ら
く
五
世
紀
代
頃
、
成
立
し
て
い
た
東
国
の

卜
部
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
中
臣
氏
が
、
六
世
紀
頃
、
次
第
に
中
央
の
政
界
に

進
出
し
祭
官
と
し
て
の
地
位
を
固
め
る
。
そ
し
て
そ
の
職
掌
か
ら
壱
岐
、
対
馬
の

卜
部
集
団
と
接
触
し
は
じ
め
、
大
化
改
新
を
介
し
て
完
全
に
そ
れ
ら
を
掌
握
化
し
、

同
族
化
を
推
し
進
め
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。 

井
上
氏
の
述
べ
る
通
り
、
東
国
、
つ
ま
り
伊
豆
の
卜
部
が
中
臣
氏
と
密
接
な
関

係
を
持
ち
、
中
臣
氏
が
宮
廷
祭
儀
に
お
け
る
地
位
を
確
立
し
て
い
く
と
同
時
に
宮

廷
卜
部
が
成
立
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
伊
豆
周
辺
の
武
蔵
・
上
総
・
下
総
な

ど
の
東
国
に
卜
部
が
多
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
も
頷
け
る
。
し
か
し
、
中
臣
と
結

び
つ
い
た
伊
豆
卜
部
が
最
初
に
宮
中
の
神
祇
祭
祀
に
進
出
し
た
の
だ
と
す
る
な
ら

ば
、
伊
豆
か
ら
取
ら
れ
る
卜
部
の
数
が
最
も
多
く
な
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
対
し
て
平
野
氏
の
述
べ
る
通
り
、
対
馬
・
壱
岐
に
い
た
亀
卜
を
業
と
す
る

も
の
が
中
臣
氏
の
支
配
下
に
入
れ
ら
れ
た
の
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
れ
は
特
に
対
馬

の
卜
部
だ
っ
た
の
な
ら
ば
、
中
央
祭
祀
に
供
奉
す
る
卜
部
が
対
馬
か
ら
多
く
取
ら

れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。『
延
喜
式
』
神
名
下
に
は
対
馬
国
下
県
群
に
太

祝
詞
神
社
が
見
え
る
。
太
祝
詞
神
社
が
祀
る
太
祝
詞
神
は
『
新
撰
亀
相
記
』
に
引

か
れ
る
亀
誓
に
「
天
按
持
神
女
住
天
香
池
亀
津
比
女
命
今
稱
天
津
詔
戸
命
也
（
天

按
持
神
の
女
、
天
香
池
に
住
む
亀
津
比
女
命
な
り
。
今
、
天
津
詔
戸
命
と
稱
ふ
）
」

と
あ
る
。
亀
津
比
女
命
と
い
う
か
ら
に
は
亀
ま
た
は
亀
の
性
質
を
持
つ
の
だ
ろ
う
。
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六

 

 

そ
し
て
「
吾
者
能
知
上
国
、
地
下
、
天
神
地
祇
、
況
復
、
人
情
憤
悒
（
吾
は
能
く

上
国
・
地
下
、
天
神
・
地
祇
を
知
れ
り
。
況
や
復
、
人
情
の
憤
悒
こ
と
を
や
）」
と

も
あ
り
、
こ
の
亀
の
神
は
広
く
全
て
を
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
亀
誓
は

続
い
て
こ
の
亀
の
甲
を
利
用
し
て
亀
卜
を
行
え
と
述
べ
る
た
め
、
こ
の
太
祝
詞
神

社
の
前
身
は
、
卜
で
使
用
し
た
亀
を
祀
る
神
社
で
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
が
太
祝
詞
神
社
と
し
て
式
内
社
に
加
え
ら
れ
た
。
横
田
健
一
氏(

２
２)

に
よ
る

と
、
太
祝
詞
神
社
は
平
城
遷
都
に
よ
っ
て
大
和
国
に
勧
請
さ
れ
、
平
安
遷
都
に
よ

っ
て
左
京
二
条
に
祀
ら
れ
た
。
各
国
に
い
た
亀
卜
を
生
業
と
す
る
も
の
た
ち
の
中

で
も
特
に
対
馬
の
も
の
た
ち
が
い
ち
早
く
中
臣
と
繋
が
り
そ
の
支
配
下
に
置
か
れ
、

中
央
祭
祀
に
関
与
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

次
に
、
伊
豆
・
壱
岐
・
対
馬
の
三
国
か
ら
取
ら
れ
た
二
十
人
の
卜
部
の
構
成
を

見
て
い
き
た
い
。
前
述
し
た
『
延
喜
式
』
巻
三
臨
時
祭
式
42
宮
主
卜
部
条
に
は
「
凡

宮
主
取
卜
部
堪
事
者
任
之
。（
凡
そ
宮
主
は
卜
部
の
事
に
堪
え
た
る
者
を
取
り
て
任

ぜ
よ
。
）」
と
あ
る
。
三
国
の
卜
部
氏
の
優
秀
な
者
が
選
ば
れ
る
卜
部
の
中
、
さ
ら

に
そ
の
中
か
ら
、
宮
主
を
選
ん
で
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
卜
部
の
中
で
の
宮
主

の
地
位
の
優
越
性
が
伺
え
る
。 

ま
た
、
宮
主
は
『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
八
月
三
日
官
符
に
「
中

宮
職
宮
主
」
が
見
え
、『
類
聚
符
宣
抄
』
応
和
三
年
（
九
六
三
）
十
一
月
十
日
官
符

に
内
御
宮
主
・
中
宮
宮
主
・
春
宮
宮
主
の
任
命
例
が
存
す
る
た
め
、
宮
主
は
天
皇
・

中
宮
・
東
宮
の
も
と
に
各
一
人
の
計
三
人
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る(

２
３)

。 

さ
ら
に
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
四
月
二
十
四
日
条
の
伊

伎
宿
祢
（
卜
部
）
是
雄
の
卒
伝
に
「
嘉
祥
三
年
爲
東
宮
々
主
。
皇
太
子
即
位
之
後
。

轉
爲
宮
主
（
嘉
祥
三
年
東
宮
々
主
と
為
る
。
皇
太
子
即
位
の
後
、
宮
主
と
轉
ず
）
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
宮
宮
主
に
就
い
た
者
が
、
東
宮
が
即
位
し
た
後
に
天
皇
の

宮
主
へ
と
転
属
し
た
例
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

ま
た
、
『
類
聚
三
代
格
』
宝
亀
六
年
（
七
七
五
）
五
月
十
九
日
勅
に
は
、 

 
 

勅 

卜
長
上 

右
。
簡
定
卜
部
等
中
。
進
卜
尤
長
二
人
。
以
任
長
上
。
永
為
恒
例
。 

（
右
、
卜
部
等
の
中
か
ら
簡
定
し
、
卜
の
尤
も
長
き
二
人
を
推
し
て
、
以
て

長
上
を
任
ず
。
永
く
恒
例
と
為
せ
。
） 

宝
亀
六
年
五
月
十
九
日 

と
あ
り
、
宮
主
と
一
般
の
卜
部
の
他
に
、
卜
部
の
中
で
長
と
な
る
も
の
二
人
が

「
卜
長
上
」
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
「
長
」
の
解
釈
は
「
卜
術
が
優
れ
て
い

る
者
」
と
「
年
長
で
あ
る
者
」
の
二
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。
前
者
だ
と
す
る
な
ら

ば
、
宮
主
と
卜
長
上
は
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
は
上
位
の
職
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。 

『
延
喜
式
』
臨
時
祭
式
88
官
人
季
禄
条
を
見
る
と
、 

凡
官
人
季
禄
。
馬
料
。
要
劇
并
供
奉
神
事
官
人
装
束
。
宮
主
。
神
琴
師
。
亀

卜
長
上
季
禄
。
馬
料
。
月
粮
及
卜
部
御
巫
等
衣
服
者
。
以
神
税
充
之
。〈
但
宮

主
月
粮
以
官
田
給
之
。
〉 

（
凡
そ
官
人
の
季
禄
・
馬
料
・
要
劇
并
び
に
神
事
に
供
奉
す
る
官
人
の
装
束
、

宮
主
・
神み

琴
師

こ
と
し

・
亀
卜
長
上
の
季
禄
・
馬
料
・
月
粮
及
び
卜
部
・
御
巫
等
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二
〇
一
七
年

一
七

 

 

の
衣
服
は
、
神
税
を
以
て
充
て
よ
。〈
但
し
宮
主
の
月
粮
は
官
田
を
以
て
給

え
。
〉
） 

と
あ
り
、
神
琴
師
・
亀
卜
長
上
の
月
粮
が
神
税
か
ら
充
て
ら
れ
て
い
た
の
に
対

し
、
宮
主
の
月
粮
は
官
田
か
ら
充
て
ら
れ
て
い
た
。 

神
税
に
つ
い
て
は
、
神
祇
令
20
神
戸
条
に
、 

凡
神
戸
調
庸
及
田
租
者
、
並
充
造
神
宮
、
及
供
神
調
度
、
其
税
者
、
一
准
義

倉
、
皆
国
司
検
校
、
申
送
所
司
。 

（
凡
そ
神
戸
の
調
庸
及
び
田
租
は
、
並
に
神
宮
造
り
、
及
び
神
に
供
せ
む
調

度
に
充
て
よ
。
其
れ
税
は
、
一
つ
義
倉
に
准
へ
よ
。
皆
国
司
検
校
し
て
、
所

司
に
申
し
送
れ
。
） 

と
あ
り
、
神
戸
の
調
庸
租
が
国
司
の
検
校
す
る
管
轄
下
に
あ
り
、
神
宮
造
営
及

び
供
神
料
に
充
て
る
と
い
う
用
途
の
制
約
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、『
延

喜
式
』
臨
時
祭
式
の
中
に
は
先
で
引
い
た
他
に
も
神
祇
官
人
の
給
与
と
し
て
神
税

が
充
て
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら(

２
４)

、
神
戸
の
調
庸
租
が
神
祇
官
人
等

の
給
与
に
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、『
延
喜
式
』
臨
時
祭
式
62

神
戸
調
庸
条
に
は
、 

 
 

凡
神
戸
調
庸
充
祭
料
并
造
神
社
及
供
神
調
度
。
但
田
租
貯
為
神
税
。 

 
 
 

（
凡
そ
神
戸
の
調
庸
は
、
祭
料
并
び
に
神
社
を
造
り
、
及
び
供
神
の
調
度

に
充
て
よ
。
但
し
、
田
租
は
貯
え
て
神
税
と
な
せ
。
） 

と
あ
り
、
神
祇
令
で
規
定
さ
れ
て
い
る
神
戸
の
調
庸
租
の
う
ち
、
調
庸
を
神
宮

造
営
及
び
供
神
料
に
充
て
、
租
を
貯
え
て
神
祇
官
の
給
与
と
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。 

宮
主
の
月
粮
が
充
て
ら
れ
た
官
田
に
つ
い
て
は
、『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
三
年
（
八

九
一
）
八
月
三
日
太
政
官
符
「
応
以
官
田
給
中
宮
職
宮
主
幷
戸
座
等
月
料
事
（
応

に
官
田
を
以
て
中
宮
職
宮
主
幷
に
戸
座
等
の
月
料
に
給
ふ
べ
き
の
事
）」
に
、 

 
 
 

山
城
国
三
町
七
段
二
百
八
十
五
歩 

右
得
神
祇
官
解
稱
。
宮
主
等
觸
稱
。
件
月
料
准
三
宮
例
。
以
官
田
被
充
給

者
。
官
依
解
状
謹
請
官
裁
者
。
右
大
臣
宣
。
奉 

勅
。
依
請
。 

 
 
 

（
右
、
神
祇
官
の
解
を
得
て
稱
く
「
宮
主
等
の
觸
に
稱
く
「
件
の
月
料
は

三
宮
の
例
に
准
へ
よ
。
官
田
を
以
て
充
て
給
は
ら
れ
ん
と
」
て
へ
り
。

官
、
解
状
に
依
り
て
謹
ん
で
官
裁
に
請
ふ
」
て
へ
り
。
右
大
臣
宣
し
て

勅
を
奉
る
。
請
ふ
に
依
れ
。
） 

と
あ
り
、
宮
主
の
月
料
が
そ
の
宮
主
の
所
属
す
る
部
署
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
符

で
は
中
宮
の
宮
主
な
の
で
、
中
宮
の
管
理
す
る
山
城
国
の
官
田
か
ら
月
料
が
充
て

ら
れ
て
い
た
。 

つ
ま
り
、
伊
豆
・
壱
岐
・
対
馬
の
三
国
か
ら
取
ら
れ
た
卜
部
の
う
ち
、
亀
卜
長

上
の
給
与
は
各
国
の
神
戸
の
神
税
が
充
て
ら
れ
、
宮
主
の
給
与
は
中
央
管
轄
の
官

田
か
ら
充
て
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
宮
主
は
宮
中
で
執
り
行
わ
れ
る
神
祇
祭

祀
に
お
い
て
、
そ
の
出
身
国
の
卜
部
氏
と
い
う
よ
り
は
、
中
央
の
卜
部
で
あ
る
と

い
う
性
格
を
強
く
持
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
宮
主
と
卜
長
上
の
職
に
優
位

性
を
つ
け
る
の
な
ら
ば
、
宮
主
が
宮
中
の
卜
部
の
中
で
は
最
高
官
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。 

『
続
日
本
紀
』
養
老
三
年
（
七
一
九
）
六
月
丙
子
条
に
は
、 
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一
八

 

 

令
神
祇
官
宮
主
。
左
右
大
舍
人
寮
。
別
勅
長
上
。
画
工
司
画
師
。
雅
学
寮
諸

師
。
造
宮
省
。
主
計
寮
。
主
税
寮
算
師
。
典
藥
寮
乳
長
上
。
左
右
衛
士
府
医

師
。
左
右
馬
寮
馬
医
等
。
始
把
笏
焉
。 

 
 

（
神
祇
官
の
宮
主
、
左
右
大
舍
人
寮
の
別
勅
の
長
上
、
画
工
司
の
画
師
、
雅

楽
寮
の
諸
師
、
造
宮
省
・
主
計
寮
・
主
税
寮
の
算
師
、
典
藥
寮
の
乳
の
長

上
、
左
右
衛
士
府
の
医
師
、
左
右
馬
寮
の
馬
医
等
を
し
て
、
始
め
て
笏
を

把
ら
し
む
。
） 

と
あ
り
、
宮
主
が
把
笏
を
許
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
十
世
紀
後
半
と
時
代
は
少
し

下
る
が
、『
類
聚
符
宣
抄
』
第
一
に
卜
部
か
ら
卜
長
上
に
な
り
宮
主
に
な
っ
た
と
い

う
例
が
あ
り
、
宮
主
―
卜
長
上
―
卜
部
と
い
う
昇
任
行
程
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

２
５)

。 

し
か
し
、
こ
の
昇
任
行
程
は
必
ず
し
も
厳
密
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。『
続
日
本
紀
』
慶
雲
元
年
（
七
〇
四
）
二
月
癸
亥
条
に
「
神
祇
官
大
宮
主

入
長
上
例
。
」
と
あ
っ
て
、
宮
主
が
長
上
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
卜
長
上
が
後
に
宮

主
と
呼
ん
で
卜
部
を
指
揮
す
る
長
上
官
と
な
る
な
ど
、
し
ば
し
ば
宮
主
と
卜
長
上

が
混
同
ま
た
は
兼
務
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
、
技
術
の
優
れ
た
者
二

人
を
卜
長
上
と
し
、
後
に
こ
れ
を
宮
主
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る

(

２
６)

。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
卜
部
の
昇
任
行
程
と
し
て
宮
主
・
卜
長
上
・
一
般
の

卜
部
が
一
応
定
め
ら
れ
て
は
い
た
が
、
宮
主
の
条
件
が
「
卜
部
堪
事
者
（
卜
部
の

事
に
堪
え
た
る
者
）」
で
あ
り
、
卜
長
上
の
条
件
が
「
卜
尤
長
二
人
（
卜
の
尤
も
長

き
二
人
）」
で
あ
る
と
、
両
者
の
区
別
が
曖
昧
な
た
め
、
相
応
し
い
者
が
複
数
い
な

い
場
合
は
時
に
兼
任
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
卜
長
上
の
条
件
は

勅
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宝
亀
六
年
（
七
七
五
）
ま
で
は
卜
長

上
昇
任
の
条
件
の
規
定
が
な
く
、
混
乱
が
発
生
し
た
た
め
に
勅
が
下
さ
れ
た
と
想

像
で
き
る
。
つ
ま
り
、
宮
主
と
卜
長
上
は
両
立
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
し
ば
し

ば
兼
任
も
行
わ
れ
た
と
考
え
る
。 

と
こ
ろ
で
、
先
に
引
い
た
『
延
喜
式
』
臨
時
祭
式
88
官
人
季
禄
条
で
は
、
宮
主
・

卜
長
上
・
卜
部
が
別
々
に
季
禄
な
ど
を
給
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
式
89
不
仕
粮

条
に
は
「
凡
不
仕
卜
部
粮
米
者
。
充
官
中
雑
用
。
（
凡
そ
不
仕
の
卜
部
の
粮
米
は
、

官
中
の
雑
用
に
充
て
よ
。
）」
と
あ
り
、
使
用
し
な
か
っ
た
粮
米
の
転
用
先
が
式
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
卜
部
が
常
に
定
数
任
じ
ら
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
つ
ま
り
二
十
人
の
卜
部
の
う
ち
宮
主
三
人
・
卜
長
上
二
人
を

除
い
た
一
般
の
卜
部
十
五
人
が
必
ず
し
も
常
に
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
事

が
推
測
で
き
る
。 

以
上
の
卜
部
の
供
奉
形
態
を
整
理
す
る
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。 

大
宝
令
以
前 

卜
部
の
定
員
は
不
明
あ
る
い
は
定
員
が
存
在
し
な
か
っ
た 

官
員
令
別
記 

卜
部
二
十
六
人
あ
る
い
は
三
十
人 

養
老
令 

 
 

卜
部
二
十
人
（
宮
主
は
天
皇
・
中
宮
・
東
宮
に
各
一
人
の
計
三
人 

卜
長
上
二
人 

一
般
の
卜
部
十
五
人
は
定
数
に
達
し
な
い 

場
合
も
あ
っ
た
。
） 
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五
．
『
新
撰
亀
相
記
』
に
お
け
る
祭
祀
氏
族 

 

卜
部
の
職
掌
の
中
で
『
新
撰
亀
相
記
』
に
詳
し
く
記
さ
れ
る
の
は
、
亀
卜
と
卜

部
が
主
導
す
る
火
鎮
祭
の
起
源
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
が
、
卜
部
氏
以
外
の
祭
祀
氏

族
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
忌
部
氏
の
氏
文

で
あ
る
『
古
語
拾
遺
』
は
、
自
氏
（
忌
部
氏
）
の
系
譜
及
び
神
祇
祭
祀
に
お
け
る

役
割
を
述
べ
て
い
る
と
同
時
に
、
同
じ
祭
祀
氏
族
で
あ
る
中
臣
氏
・
猨
女
氏
を
始

め
と
し
た
多
く
の
氏
族
の
系
譜
に
つ
い
て
も
記
す
。
自
氏
の
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

他
氏
の
職
掌
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
神
祇
祭
祀
の
中
で
、
自

氏
の
役
割
や
地
位
を
他
氏
と
の
比
較
に
よ
っ
て
見
出
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
卜
部
氏
の
氏
文
で
あ
る
『
新
撰
亀
相
記
』
に
は
、
中
臣
氏
や
忌

部
氏
な
ど
、
卜
部
氏
以
外
の
祭
祀
氏
族
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
『
新
撰
亀
相
記
』
甲
巻
の
目
次
部
分
を
引
き
、
私
に
付
し

た
目
次
番
号
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
『
新
撰
亀
相
記
』
の
内
容
を
確
認
し
て
い

き
た
い
。 

甲
巻 

①
伊
佐
諾
伊
佐
波
両
神
生
淤
能
己
侶
嶋
本
辞
一
条 

②
同
前
両
神
生
国
圡
肇
夫
婦
義
火
鎮
祭
本
辞
一
条 

③
不
燈
一
火
并
三
神
所
化
本
辞
一
条 

④
伊
佐
諾
命
三
神
配
定
日
月
国
主
科
祓
素
戔
命
等
本
辞
一
条 

⑤
八
百
万
神
科
素
戔
命
千
座
置
戸
祓
等
本
辞
一
条 

⑥
天
神
降
給
国
主
本
辞
一
条 

⑦
中
臣
忌
部
両
氏
掌
卜
兆
班
幣
等
本
辞
一
条 

⑧
天
孫
降
坐
日
向
千
穂
岑
本
辞
一
条 

⑨
伊
耶
本
和
気
天
皇 

御
世
皇
弟
水
歯
別
命
殺
曽
波
加
理
於
神
事
先
解
除
本

辞
一
条 

⑩
大
長
谷
天
皇 

御
世
禁
制
度
人
居
屋
上
堅
魚
木
奉
礼
代
幣
本
辞
一
条 

⑪
帯
中
日
子
天
皇
之
大
后
息
長
帯
比
賣
命
襲
新
罪
大
（
羅
本
）
辞
一
条 

⑫
略
述
亀
経
凢
亀
大
意
一
条 

⑬
同
経
四
時
支
用
五
色
亀
忌
日
一
条 

⑭
述
亀
誓
不
（
本
）
辞
一
条 

⑮
亀
本
社
母
鹿
木
神
社
灼
卜
用
水
本
辞
一
条 

⑯
四
国
卜
部
上
祖
仕
奉
卜
兆
本
辞
一
条 

⑰
四
国
卜
部
氏
本
辞
一
条 

⑱
対
馬
嶋
稱
両
国
本
辞
一
条 

⑲
安
（
案
）
古
事
記
用
口
傳
本
辞
一
条 

⑳
始
任
卜
長
上
一
条 

㉑
為
卜
斎
戒
一
条 

㉒
為
卜
肩
乞
詞
一
条 

㉓
分
用
亀
甲
条
数 

㉔
伴
奉 

御
卜
用
甲
二
枚
一
条 

㉕
灼
卜
充
火
用
水
方
一
条 

㉖
地
天
神
人
兆
五
枝
主
治
一
条 

㉗
説
地
天
各
廿
九
卦
神
人
各
兆
八
卦
兆
三
卦
ゝ
体
一
二
条 
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二
〇

 

 

㉘
卜
雜
事
乞
卜
詞
方
一
章 

㉙
供
奉 

御
体
卜
火
数
増
減
一
条 

㉚
供
奉 

御
体
卜
吉
凶
稱
候
一
条 

『
新
撰
亀
相
記
』
は
目
次
の
①
か
ら
⑧
ま
で
が
、
い
わ
ゆ
る
「
神
代
」
に
当
た

り
、
記
紀
神
話
に
該
当
す
る
部
分
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
①
天
御
中
主
神
・

高
御
巣
日
神
が
有
り
、
次
に
伊
佐
諾
と
伊
佐
波
の
両
神
が
淤
能
己
侶
嶋
を
生
む
記

紀
神
話
の
冒
頭
に
当
た
る
部
分
か
ら
、
⑧
天
孫
が
日
向
千
穂
岑
に
降
臨
す
る
ま
で

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
話
に
当
た
る
部
分
の
中
で
、
具
体
的
な
祭
祀
氏
族
名

が
記
さ
れ
る
の
は
目
次
⑦
の
部
分
の
み
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、 

天
照
太
神
、
奉
降
此
孫
之
時
授
八
尺
鏡
草
那
芸
釼
詔
、
以
此
鏡
釼
為
我
御
霊
、

奉
斎
同
殿
。
又
兒
屋
命
。
太
玉
命
。
詔
両
神
。
取
持
天
籬
不
傾
本
末
仕
奉
皇

御
孫
命
。
故
大
甞
御
代
中
臣
執
掌
大
兆
之
卜
事
奉
天
神
之
寿
詞
。
忌
部
。
執

掌
班
幣
之
事
上
神
璽
之
鏡
釼
〈
奉
斎
同
殿
天
子
幸
郊
外
夕
奉
御
麻
。
傳
爲
永

例
〉 

（
天
照
太
神
、
此
の
孫
を
降
し
奉
る
の
時
に
八
尺
鏡
と
草
那
芸
釼
と
を
授
け

て
詔
り
た
ま
は
く
、「
此
の
鏡
釼
を
以
ち
て
我
が
御
霊
と
為
し
、
同
じ
殿
に
斎

奉
れ
。
」
又
兒
屋
命
・
太
玉
命
に
詔
り
た
ま
は
く
、「
両
神
、
天
籬(

あ
ま
つ
ひ

も
ろ
ぎ)

を
取
り
持
ち
て
、
本
末
傾
け
ず
皇
御
孫
命
に
仕
奉
れ
」
と
の
り
た
ま

ふ
。
故
、
大
甞
に
御
代
、
中
臣
、
大
兆(

ふ
と
ま
に)

の
卜
事
を
執
掌
り
て
、

天
神
の
寿
詞
を
奉
り
、
忌
部
、
幣
を
班
つ
事
を
執
掌
り
て
神
璽
の
鏡
釼
を
上

る
。〈
同
じ
殿
に
奉
斎
る
。
天
子
郊
外
に
幸
せ
ば
、
夕
に
御
麻
を
奉
る
。
傳
へ

て
永
き
例
と
す
。
〉
） 

 

と
あ
り
、
天
孫
降
臨
の
際
に
兒
屋
命
・
太
玉
命
に
下
さ
れ
た
詔
に
よ
っ
て
、
中

臣
・
忌
部
の
両
氏
が
、
皇
孫
で
あ
る
天
皇
に
仕
え
、
大
甞
祭
で
は
中
臣
が
大
兆
の

卜
事
を
掌
っ
て
、
天
神
の
寿
詞
を
奉
り
、
忌
部
が
幣
帛
を
班
つ
事
を
掌
っ
て
、
神

璽
の
鏡
釼
を
献
上
す
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
天
孫
降
臨
の
際
の
兒
屋
命
・
太

玉
命
の
両
神
に
対
す
る
天
照
の
詔
に
つ
い
て
は
、「
取
持
天
籬
不
傾
本
末
仕
奉
皇
御

孫
命
。
（
天
籬
を
取
り
持
ち
て
、
本
末
傾
け
ず
皇
御
孫
命
に
仕
奉
れ
）」
と
あ
る
だ

け
で
、
中
臣
が
大
兆
を
行
い
、
寿
詞
を
奉
る
こ
と
も
、
忌
部
が
幣
帛
を
班
ち
、
神

璽
を
献
上
す
る
こ
と
も
書
か
れ
て
い
な
い
。 

こ
の
神
詔
に
記
さ
れ
て
い
る
「
天
籬
」
と
は
『
日
本
書
紀
』
神
代
下
第
九
段
一

書
第
二
に
、 

高
皇
産
霊
尊
因
勅
曰
。
吾
則
起
樹
天
津
神
籬
及
天
津
磐
境
。
当
為
吾
孫
奉
斎

矣
。
汝
天
兒
屋
命
。
太
玉
命
宜
持
天
津
神
籬
。
降
於
葦
原
中
国
。
亦
為
吾
孫

奉
斎
焉
。
乃
使
二
神
陪
従
天
忍
穗
耳
尊
以
降
之
。 

（
高
皇
産
霊
尊
、
因
り
て
勅
し
て
曰
は
く
、「
吾
は
天
津
神
籬
と
天
津
磐
境
と

を
起
樹
て
、
吾
が
孫
の
為
に
斎
ひ
奉
る
べ
し
。
汝
天
兒
屋
命
・
太
玉
命
、
天

津
神
籬
を
持
ち
て
葦
原
中
国
に
降
り
、
亦
吾
が
孫
の
為
に
斎
ひ
奉
る
べ
し
」

と
の
た
ま
ひ
、
乃
ち
二
神
を
し
て
天
忍
穗
耳
尊
に
陪
従
へ
て
降
ら
し
め
た
ま

ふ
。
） 

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
な
ら
「
天
津
神
籬
」
は
、
天
上
界
か
ら
神
の
降

臨
す
る
森
の
垣
、
ま
た
は
神
が
降
臨
さ
れ
依
り
つ
か
れ
る
常
緑
の
樹
木
の
こ
と
で
、

「
天
津
磐
境
」
は
天
上
界
の
神
霊
が
降
り
立
つ
岩
で
囲
っ
た
神
域
、
ま
た
は
神
の

依
代
を
周
囲
か
ら
区
画
し
て
神
聖
化
を
明
示
す
る
施
設
の
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
を
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合
わ
せ
て
祭
壇
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。『
新
撰
亀
相
記
』
で

は
兒
屋
命
・
太
玉
命
の
両
神
は
神
の
依
代
で
あ
る
天
津
神
籬
（
天
籬
）
だ
け
を
持

っ
て
、
天
孫
降
臨
に
付
き
従
え
と
詔
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
兒
屋
命
・
太
玉
命

が
神
の
依
代
を
持
っ
て
降
る
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、「
故
」
と
大
嘗
祭

で
の
中
臣
・
忌
部
の
役
割
を
示
す
に
は
不
十
分
に
な
っ
て
し
ま
う
。
先
に
引
い
た

『
日
本
書
紀
』
の
詔
に
は
、
そ
の
直
前
に
、 

 
 

且
天
兒
屋
命
主
神
事
之
宗
源
者
也
。
故
俾
以
太
占
之
卜
事
而
奉
仕
焉
。 

 
 

（
且
天
兒
屋
命
は
神
事
を
主
る
宗
源
者
な
り
。
故
、
太
占
の
卜
事
を
以
て
仕

へ
奉
ら
し
む
。
） 

と
あ
り
、
天
兒
屋
命
が
神
事
を
掌
り
、
太
占
（
大
兆
）
を
行
う
理
由
が
明
示
さ
れ

て
い
る
。
『
新
撰
亀
相
記
』
に
も
し
同
様
の
記
載
が
あ
れ
ば
、「
故
大
甞
御
代
中
臣

執
掌
大
兆
之
卜
事
奉
（
故
、
大
甞
に
御
代
、
中
臣
、
大
兆
の
卜
事
を
執
掌
り
）」
こ

と
も
問
題
が
な
く
な
る
が
、
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
本
稿
で
は
、
当
然
の
よ
う
に
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
が
中
臣
氏

の
祖
で
あ
り
、
ア
メ
ノ
フ
ト
タ
マ
が
忌
部
氏
の
祖
で
あ
る
よ
う
に
論
じ
て
き
た
。

実
際
に
記
紀
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
史
料(

２
７)

に
よ
っ
て
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
―

中
臣
／
ア
メ
ノ
フ
ト
タ
マ
―
忌
部
の
系
譜
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ

の
祖
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
で
あ
る
か
、
カ
ミ
ム
ス
ヒ
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
ツ
ハ
ヤ

ム
ス
ヒ
で
あ
る
か
は
、『
古
語
拾
遺
』
な
ど
書
物
の
間
に
異
同
が
見
ら
れ
る
が
、
ア

メ
ノ
コ
ヤ
ネ
―
中
臣
／
ア
メ
ノ
フ
ト
タ
マ
―
忌
部
は
動
か
し
よ
う
が
な
い
。
そ
れ

を
踏
ま
え
て
、『
新
撰
亀
相
記
』
で
も
当
然
、
兒
屋
命
が
中
臣
氏
の
祖
で
あ
り
、
太

玉
命
が
忌
部
氏
の
祖
で
あ
る
と
扱
っ
て
き
た
。
し
か
し
、『
新
撰
亀
相
記
』
に
は
兒

屋
命
―
中
臣
／
太
玉
命
―
忌
部
と
い
う
系
譜
が
明
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
一
つ
も

な
い
。
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
―
中
臣
／
ア
メ
ノ
フ
ト
タ
マ
―
忌
部
と
い
う
基
礎
知
識
と

も
呼
べ
る
事
前
情
報
を
元
に
、
目
次
⑦
の
中
で
、
兒
屋
命
／
太
玉
命
と
中
臣
／
忌

部
の
順
が
一
致
す
る
と
い
う
事
実
の
み
で
『
新
撰
亀
相
記
』
も
ま
た
、
兒
屋
命
―

中
臣
／
太
玉
命
―
忌
部
の
系
譜
が
疑
い
な
い
も
の
と
し
て
現
代
ま
で
読
ま
れ
て
き

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
こ
こ
で
異
を
立
て
る
つ
も
り
は
な
い
。
中
臣
の
祖

は
兒
屋
命
で
あ
り
、
忌
部
の
祖
は
太
玉
命
で
あ
る
。 

問
題
な
の
は
、『
新
撰
亀
相
記
』
に
氏
族
の
系
譜
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
中
臣
氏
を
例
に
と
る
と
、『
古
事
記
』
で
は
「
天
児
屋
命
者
〈
中
臣

連
等
之
祖
〉
」
と
、
『
日
本
書
紀
』
一
書
第
二
で
は
「
中
臣
遠
祖
天
児
屋
命
」
と
、

『
古
語
拾
遺
』
で
は
「
〈
天
児
屋
中
臣
朝
臣
祖
〉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

『
新
撰
亀
相
記
』
は
、
こ
の
よ
う
に
割
注
な
ど
で
、
諸
氏
族
の
系
譜
を
全
く
記
し

て
い
な
い
。
目
次
⑦
か
ら
、
辛
う
じ
て
中
臣
氏
と
忌
部
氏
の
系
譜
が
読
み
と
れ
る

程
度
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
事
前
情
報
が
あ
る
か
ら
で
、
あ
く
ま
で
「
読
み
取
れ
る
」

と
い
う
こ
と
に
留
ま
る
。
目
次
⑦
ほ
ど
不
明
瞭
な
「
故
」
を
、
何
の
疑
問
も
抱
く

こ
と
な
く
読
み
取
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
事
前
情
報
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。『
新
撰
亀
相
記
』
編
纂
時
に
は
、
す
で
に
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
―
中
臣
／
ア
メ
ノ
フ

ト
タ
マ
―
忌
部
の
系
譜
は
特
記
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
同
様
に
、
中
臣
・
忌
部
以
外
の
諸
氏
に
も
当
て
は
ま
る
。 

次
に
『
新
撰
亀
相
記
』
に
記
さ
れ
る
諸
神
及
び
祭
祀
起
源
に
つ
い
て
確
認
し
て

い
き
た
い
。『
新
撰
亀
相
記
』
に
は
、
卜
部
が
掌
る
火
鎮
祭
及
び
先
に
挙
げ
た
中
臣
・

忌
部
の
大
嘗
祭
の
他
、
祭
祀
の
起
源
説
話
が
い
く
つ
か
載
せ
ら
れ
て
い
る
。 
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二
二

 

 

『
新
撰
亀
相
記
』
目
次
④
に
あ
た
る
部
分
で
は
天
鈿
女
命
の
神
楽
を
「
十
一
月

鎮
魂
此
由
也
。（
十
一
月
の
鎮
魂
は
此
の
由
な
り
」
と
十
一
月
鎮
魂
祭
の
起
源
と
し

て
い
る
。
鎮
魂
祭
は
『
延
喜
式
』
四
時
祭
式
下
鎮
魂
祭
条
に
、「
縫
殿
寮
令
猨
女
参

入
。
（
縫
殿
寮
は
猨
女
を
し
て
参
入
ら
し
め
よ
）」
「
御
巫
及
猨
女
等
依
例
舞
。
（
御

巫
お
よ
び
猨
女
ら
、
例
に
よ
り
て
舞
え
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
後

裔
で
あ
る
猨
女
氏(

２
８)

か
ら
取
ら
れ
た
猨
女
が
舞
に
よ
っ
て
天
皇
の
魂
を
鎮
め
る

祭
祀
で
あ
る
。
こ
の
鎮
魂
祭
は
猨
女
以
外
に
も
、 

伯
已
下
史
已
上
七
人
。
宮
主
一
人
。
〈
已
上
蓁
摺
袍
。
〉
亀
卜
長
上
二
人
。
弾

琴
二
人
。
巫
部
。
神
部
一
人
各
賜
青
摺
袍
一
領
。
袴
一
腰
。
史
生
四
人
。
神

部
十
三
人
。
卜
部
十
二
人
。
使
部
三
人
各
青
摺
布
衫
一
領
。〈
已
上
縫
殿
縫
賜
。
〉

御
巫
一
人
〈
中
宮
。
東
宮
。
御
巫
准
此
。
〉（
以
下
御
巫
ら
の
料
略
） 

 
 

（
伯
已
下
史
已
上
七
人
、
宮
主
一
人
〈
已
上
は
蓁
摺
の
袍
〉。
亀
卜
長
上
二
人
・

弾
琴
二
人
・
巫
部
・
神
部
一
人
に
は
各
青
摺
の
袍
一
領
・
袴
一
腰
を
賜
え
。

史
生
四
人
・
神
部
十
三
人
・
卜
部
十
二
人
・
使
部
三
人
に
は
各
青
摺
の
布

の
衫
一
領
〈
已
上
は
縫
殿
、
縫
ひ
て
賜
え
〉。
御
巫
一
人
〈
中
宮
・
東
宮
の

御
巫
は
此
れ
に
准
え
よ
〉。
） 

と
あ
る
よ
う
に
、
宮
主
一
人
・
卜
長
上
二
人
・
一
般
の
卜
部
十
二
人
の
計
十
五
人

の
卜
部
が
鎮
魂
祭
に
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、『
新
撰
亀
相
記
』
が
鎮
魂
祭
の

起
源
に
触
れ
た
の
は
、
猨
女
氏
の
祭
祀
を
記
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
自
氏
の
関
わ

る
祭
祀
の
起
源
を
記
し
た
こ
と
に
な
る
。 

ま
た
『
新
撰
亀
相
記
』
の
目
次
⑤
に
あ
た
る
部
分
の
本
文
に
は 

 
 

八
百
万
神
共
議
素
戔
命
、
貢
千
座
置
戸
〈
祓
物
惣
稱
也
〉
亦
切
髪
手
足
爪
、

令
贖
其
罪
神
掃
遂
棄
〈
古
在
祓
二
種
悪
祓
吉
祓
而
不
行
悪
祓
〉
今
大
祓
祝
詞

云
、
天
津
罪
畔
放
、
溝
埋
、
樋
放
、
頻
蒔
、
串
刺
、
生
剥
、
逆
剥
、
屎
戸
、

此
者
素
戔
命
天
上
悪
行
国
津
罪
生
膚
断
〈
傷
人
〉
、
死
膚
断
〈
殺
人
〉
、
白
人

〈
白
禿
白
癘
也
〉
、
久
美
〈
癭
腫
之
類
〉
、
犯
母
、
犯
子
、
犯
母
子
〈
雜
犯
奸

也
〉
、
犯
畜
罪
。
六
畜
之
類
、
髙
鳥
之
灾
〈
飛
鳥
恠
也
〉
、
髙
津
神
灾
〈
霹
靂

神
也
〉
、
為
蠱
之
罪
〈
壓
魅
咒
詛
〉
、
天
津
蛟
名
木
〈
人
有
犯
科
祓
輪
楉
二
枝

此
也
〉
、
千
座
置
一
座
〈
祓
物
〉
、
天
津
邵
吾
蘓
〈
天
上
以
菅
今
以
麻
〉
師
奈

戸
風
〈
谷
風
〉
、
朝
之
三
霧
、
夕
之
三
霧
〈
朝
夕
之
霧
發
於
谷
間
〉
、
索
奈
多

理
〈
瀧
水
〉
、
凢
祓
元
、
興
高
天
。
其
国
津
罪
之
興
下
條
見
之
。 

 
 

（
八
百
万
神
共
に
議
り
て
素
戔
命
に
千
座
置
戸
〈
祓
物
の
惣
稱
な
り
〉
を
負

せ
た
ま
ふ
。
亦
、
髪
と
手
足
の
爪
を
切
り
て
、
其
の
罪
を
贖
は
し
め
、
神

掃
ひ
遂
棄
ひ
た
ま
ふ
〈
古
は
祓
二
種
在
り
き
。
悪
祓
と
吉
祓
な
り
。
而
る

に
悪
祓
は
行
わ
ず
〉。
今
、
大
祓
祝
詞
に
云
ふ
天
津
罪
に
は
畔
放
・
溝
埋
・

樋
放
・
頻
蒔
・
串
刺
・
生
剥
・
逆
剥
・
屎
戸
あ
り
。
此
は
素
戔
命
の
、
天

上
の
悪
行
な
り
。
国
津
罪
に
は
生
膚
断
〈
人
を
傷
ふ
こ
と
〉
、
死
膚
断
〈
人

を
殺
す
こ
と
〉
、
白
人
〈
白
き
禿
白
き
癘
な
り
〉
、
久
美
〈
癭
・
腫
の
類
な

り
〉
、
母
犯
す
、
子
犯
す
、
母
子
犯
す
〈
雜
の
犯
奸
な
り
〉
、
畜
犯
す
罪
、

六
の
畜
の
類
な
り
。
髙
鳥
の
灾
〈
飛
ぶ
鳥
の
恠
な
り
〉
、
髙
津
神
の
灾
〈
霹

靂
の
神
な
り
〉
、
為
蠱
の
罪
〈
壓
魅
・
咒
詛
な
り
〉
、
天
津
蛟
名
木
〈
人
、

科
を
犯
す
こ
と
有
る
に
、
祓
へ
輪
ふ
楉
二
枝
此
な
り
〉
、
千
座
置
一
座
〈
祓

物
な
り
〉
、
天
津
邵
吾
蘓
〈
天
上
に
は
菅
を
以
ち
て
す
。
今
麻
を
以
ち
て
す
〉。

師
奈
戸
風
〈
谷
の
風
な
り
〉
、
朝
の
三
霧
、
夕
の
三
霧
〈
朝
夕
の
霧
谷
間
に
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二
〇
一
七
年

二
三

 

 

発
る
〉
、
索
奈
多
理
〈
瀧
の
水
な
り
〉
あ
り
。
凢
そ
祓
の
元
は
、
髙
天
に
興

れ
り
。
其
の
国
津
罪
の
興
は
下
條
に
見
ゆ
。
） 

と
あ
り
、
大
祓
の
起
源
を
素
戔
命
の
高
天
原
か
ら
「
神
掃
遂
棄
」
し
た
行
為
に
基

づ
い
て
説
い
て
い
る(

２
９)

。 

記
紀
神
話
で
も
、
素
戔
命
は
同
様
に
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ

で
「
解
除
」
を
行
っ
た
と
明
記
さ
れ
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
七
段
一
書

第
二
・
第
三
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
新
撰
亀
相
記
』
が
直
接
的
に
卜
部

に
つ
い
て
言
及
す
る
記
述
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
卜
部
が
大
祓
の
解

除
に
関
わ
っ
て
い
た
と
す
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
た
め
、
こ
の
部
分

も
自
氏
に
関
わ
る
祭
祀
の
起
源
を
述
べ
た
こ
と
に
な
る
。 

  

お
わ
り
に 

 

『
新
撰
亀
相
記
』
は
、
亀
卜
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
大
祓
や
鎮
火
祭
、
鎮
魂
祭
な

ど
卜
部
が
関
わ
る
神
祇
祭
祀
の
起
源
を
述
べ
、
祭
祀
氏
族
で
あ
る
自
氏
の
役
割
を

内
外
に
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
新
撰
亀
相
記
』
に
含
ま
れ
る
卜
部
氏
の
神
話
は
、

『
古
事
記
』
を
中
心
と
し
た
神
話
及
び
、『
延
喜
式
』
な
ど
に
規
定
さ
れ
た
神
祇
祭

祀
に
何
ら
か
の
記
述
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
大
き
く
異
な
る
点
は
無

い
。
氏
文
と
し
て
の
『
新
撰
亀
相
記
』
は
祭
祀
氏
族
で
あ
る
卜
部
氏
の
起
源
と
亀

卜
の
優
位
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
神
話
を
さ
ら
に
補
足
す
る

か
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
伊
豆
・
壱
岐
・
対
馬
の
三
国
の
卜
部
の
系
譜
の
異
同
な
ど
、
差
異
が

全
く
無
い
と
は
言
え
な
い
。
特
に
上
記
三
国
の
位
置
が
、
島
国
と
東
国
と
い
う
、

容
易
に
は
交
流
の
で
き
な
い
立
地
関
係
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
亀
卜
を
生
業

と
す
る
全
く
別
の
氏
族
が
、
あ
る
段
階
で
同
系
統
の
氏
族
と
し
て
統
合
さ
れ
た
故

に
系
譜
の
混
同
が
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
唯
一
『
新
撰
亀

相
記
』
の
み
が
三
国
全
て
の
系
譜
を
同
じ
場
所
に
記
し
、
系
譜
整
理
を
行
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
新
撰
亀
相
記
』
が
自
氏
に
伝
わ
る
古
伝
を
記
す
氏
文
で
あ

ろ
う
と
し
た
姿
勢
が
伺
え
る
。 

物
部
氏
は
、
後
に
聖
徳
太
子
と
蘇
我
馬
子
に
仮
託
し
た
『
先
代
旧
事
本
紀
』
を

記
し
、
自
氏
の
系
譜
の
み
な
ら
ず
多
く
の
氏
族
に
つ
い
て
古
伝
と
い
う
形
で
残
し

て
い
る
。
前
述
し
た
忌
部
氏
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
『
古
語
拾
遺
』
も
、
自
氏
の
系

譜
以
外
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
卜
部
氏
以
外
の
諸
氏
族
の
系

譜
等
を
意
識
す
る
必
要
が
殆
ど
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
新
撰
亀
相
記
』
は
真

の
意
味
で
純
粋
な
氏
文
で
あ
る
と
言
え
る
。 
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四

 

 

                                        
 

(
１)
平
野
邦
雄
「
「
氏
」
の
成
立
と
そ
の
構
成
」
（
『
大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）。 

(

２)

井
上
辰
雄
「
卜
部
の
研
究
」（
『
古
代
王
権
と
宗
教
的
部
民
』
柏
書
房
、
一
九
八

〇
年
）。 

(

３)

森
公
章
「
卜
部
寸
考
―
長
屋
王
家
木
簡
の
中
の
一
点
か
ら
―
」
（
『
日
本
歴
史
』

五
三
九
、
一
九
九
三
年
）。 

(

４)

椿
実
「
原
古
事
記
の
存
在--

筏
勲
氏
所
説
に
「
新
撰
亀
相
記
」
引
用
本
を
加
ふ
」

(

『
日
本
上
古
史
研
究
』
一
（
十
一
）
日
本
上
古
史
研
究
会
、
一
九
五
七
年)

。 
(

５)

西
宮
一
民
「
古
事
記
に
依
拠
し
た
『
旧
記
』
の
発
見
―
『
新
撰
亀
相
記
』・『
年

中
行
事
秘
抄
』
の
研
究
か
ら
」（
『
皇
学
館
大
学
紀
要
』（
十
三
）
、
一
九
七
五
年
）。 

(

６)

工
藤
浩
『
新
撰
亀
相
記
の
基
礎
的
研
究
―
古
事
記
に
依
拠
し
た
最
古
の
亀
卜
書

―
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
二
〇
〇
五
年
）。 

(

７)

東
京
大
学
文
学
部
宗
教
学
研
究
室
が
所
蔵
『
新
撰
亀
相
記
』。
元
和
六
年
（
一

六
二
〇
）
に
書
写
さ
れ
た
最
古
の
写
本
の
他
、
十
四
本
の
写
本
が
現
存
し
て
い

る
が
、
全
て
同
系
統
の
も
の
で
あ
る
。 

(

８)

『
延
喜
式
』
の
引
用
は
虎
尾
俊
哉
編
『
延
喜
式
』
上
下
（
〈
訳
注
日
本
史
料
〉

集
英
社
、
二
〇
〇
〇
、
二
〇
〇
七
年
）
に
基
づ
き
、
私
見
を
交
え
た
。
ま
た
、

各
式
の
条
数
は
便
宜
上
こ
れ
に
依
っ
た
。 

(

９)

『
古
事
記
』
の
引
用
は
、
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳
『
古
事
記
』（
〈
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
、
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』

（
筑
摩
書
房
一
九
七
五
－
八
九
）
に
基
づ
き
、
私
見
を
交
え
た
。 

(

１
０)

森
公
章
「
卜
部
寸
考
―
長
屋
王
家
木
簡
の
中
の
一
点
か
ら
―
」（
『
日
本
歴
史
』

五
三
九 

一
九
九
三
年
）
、
井
上
辰
雄
「
卜
部
の
研
究
」（
『
古
代
王
権
と
宗
教

的
部
民
』
柏
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
な
ど
。 

(

１
１)

『
新
撰
亀
相
記
』
の
引
用
は
、
椿
実
『
東
大
本 

新
撰
亀
相
記 

梵
舜
自
筆
』(

大

学
書
院 

一
九
五
七
年)

、
沖
守
卓
也
・
佐
藤
信
・
矢
嶋
泉
『
古
代
氏
文
集
』

（
山
川
出
版
社 

二
〇
一
二
年
）
、
工
藤
浩
『
新
撰
亀
相
記
の
基
礎
的
研
究
―

古
事
記
に
依
拠
し
た
最
古
の
亀
卜
書
―
』(

日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版

部 

二
〇
〇
五
年)

に
基
づ
き
、
私
見
を
交
え
た
。 

                                        
 

(

１
２)

火
鎮
祭
に
つ
い
て
は
、
工
藤
浩
「
「
新
撰
亀
相
記
」
所
載
の
鎮
火
祭
起
源
の
伝

承
に
つ
い
て
」
（
『
国
文
学
研
究
』
一
〇
七
、
一
九
九
二
年
）
に
詳
し
い
。 

(

１
３)

森
公
章
「
卜
部
寸
考
―
長
屋
王
家
木
簡
の
中
の
一
点
か
ら
―
」（
『
日
本
歴
史
』

五
三
九 

一
九
九
三
年
）。 

(

１
４)

『
松
尾
社
家
系
図
』
の
引
用
は
『
続
群
書
類
従
』
七
（
一
九
七
九
年
）
所
収

の
も
の
を
使
用
し
た
。 

(

１
５)

佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
證
篇
第
六
（
吉
川
弘
文
館 

一
九
八

三
年
）。 

(

１
６)

沖
守
卓
也
・
佐
藤
信
・
矢
嶋
泉
『
古
代
氏
文
集
』（
山
川
出
版
社 

二
〇
一
二

年
）
脚
注
。 

(

１
７)

佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
證
篇
第
六
（
吉
川
弘
文
館 

一
九
八

三
年
）。 

(

１
８)

平
野
邦
雄
「
「
氏
」
の
成
立
と
そ
の
構
成
」
（
『
大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館 

一
九
六
九
年
）。 

(

１
９)

森
公
章
「
卜
部
寸
考
―
長
屋
王
家
木
簡
の
中
の
一
点
か
ら
―
」（
『
日
本
歴
史
』

五
三
九 

一
九
九
三
年
）。 

(

２
０)

平
野
邦
雄
「
「
氏
」
の
成
立
と
そ
の
構
成
」
（
『
大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館 

一
九
六
九
年
）。 

(

２
１)

井
上
辰
雄
「
卜
部
の
研
究
」
（
『
古
代
王
権
と
宗
教
的
部
民
』
柏
書
房
、
一
九

八
〇
年
）。 

(

２
２)

横
田
健
一
「
中
臣
氏
と
卜
部
」（
三
品
彰
英
編
『
日
本
書
紀
研
究
』
五 

塙
書

房
、
一
九
七
一
年
）。 

(

２
３)

森
公
章
「
卜
部
寸
考
―
長
屋
王
家
木
簡
の
中
の
一
点
か
ら
―
」（
『
日
本
歴
史
』

五
三
九 

一
九
九
三
年
）。 

(
２
４)

『
延
喜
式
』
臨
時
祭
式
90
史
生
等
粮
条
「
凡
史
生
二
人
。
官
掌
一
人
。
神
部

四
人
粮
米
者
。
以
神
税
物
充
之
。
月
別
各
白
米
一
斗
五
升
。（
凡
そ
史
生
二
人
・

官
掌
一
人
・
神
部
四
人
の
粮
米
は
、
神
税
の
物
を
以
て
充
て
よ
。
月
別
に
各

白
米
一
斗
五
升
。
）」
と
あ
る
。 

(

２
５)

森
公
章
「
卜
部
寸
考
―
長
屋
王
家
木
簡
の
中
の
一
点
か
ら
―
」（
『
日
本
歴
史
』

五
三
九 
一
九
九
三
年
）。 
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二
〇
一
七
年

二
五

 

 

                                        
 

(
２
６)
井
上
光
貞
・
関
晃
・
土
田
直
鎮
・
青
木
和
夫
校
注
『
律
令
』（
〈
日
本
思
想
大

系
〉
三 

岩
波
書
店 

一
九
九
四
年
）
補
注
職
員
令
１
ｆ
。 

(

２
７)

記
紀
の
他
、
『
古
語
拾
遺
』
『
新
撰
姓
氏
録
』
『
尊
卑
文
脈
』
な
ど
。 

(

２
８)

拙
稿
「
『
古
語
拾
遺
』
に
お
け
る
猿
女
氏
の
職
掌
と
古
代
祭
祀
の
場
に
お
け
る

猿
女
氏
の
実
態
」（
名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
『
人
間
文
化

研
究
』
二
十
二 
二
〇
一
四
年
）。 

(

２
９) 

天
津
罪
国
津
罪
に
関
す
る
先
行
研
究
は
膨
大
で
あ
る
が
、
『
新
撰
亀
相
記
』

に
は
大
祓
の
起
源
部
分
に
「
国
津
罪
之
興
下
条
見
之
」
と
あ
り
、
目
次
⑨
部

分
に
国
津
罪
の
起
原
が
記
さ
れ
て
い
る
。 


